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 小特集  

IFLA ソウル大会に参加して 
 

 2006 年 8 月 20 日から 24 日にかけて，韓国・ソウル

において世界図書館情報会議（World Library and
Information Congress）：第 72 回国際図書館連盟

（International Federation of Library Association：IFLA）
大会が開催され，国立国会図書館からも職員が参加しま

した。 
 本号ではその中から，大会での議論の様子や国際的な

潮流について，「レファレンス・サービス」，「視聴覚・

マルチメディアサービス」，「障害者サービス」の各分

科会参加者によるレポートを掲載します。 

 
CA1609 

IFLA ソウル大会参加報告 

‐レファレンス・サービスをめぐって‐ 
 
 筆者は，2006 年 8 月 16 日から 24 日まで，韓国の

ソウルにおいて開催された第 72 回 IFLA 大会及びサ

テライトミーティングに参加した。本稿では レファレ

ンス・サービス関連のセッションを中心に報告する。 
レファレンス・サービスと収集，ドキュメントデリバ

リーの緊密な関係 
 IFLA ソウル大会に先立ち，2006 年 8 月 16 日から

18 日まで，韓国国立子ども青少年図書館において，

IFLA の収集・蔵書構築分科会，ドキュメントデリバ

リー・資源共有分科会，レファレンス・情報サービス

分科会の三分科会が主催する IFLA ソウル大会サテラ

イトミーティング「デジタル時代のリソース・シェア

リング，レファレンス，蔵書構築―実践的アプローチ」

が開催された(1)。米国，フランス，イタリア，メキシ

コ，ロシア，フィンランド，デンマーク，シンガポー

ル，中国，ニュージーランド，韓国，日本など，様々

な国から参加者が集い，その数はおよそ 60 名にのぼ

った。 
最初の「電子情報のマネジメント」セッションでは，

電子情報の選定やライセンス契約をめぐる問題，担当

者に求められるスキル，電子情報のマネジメントに必

要な統計データなどについて報告が行われた。 
 続く「資源共有とドキュメントデリバリー」セッシ

ョンでは，韓国の公共図書館の貸出しサービスについ

ての事例報告や，韓国科学技術情報院における電子情

報提供サービスの現状と問題点の報告，ドキュメント

デリバリーとレファレンス・サービスとの接点をめぐ

る報告などが行われた。 
 最後のレファレンス・情報サービス分科会のセッシ

ョンでは，IFLA デジタル・レファレンス・ガイドラ

インとその活用法，大学図書館における文献情報管理

ソフトウェアの提供やチャット・サービス実験などに

ついての報告が行われた。このセッションでは，当館

のレファレンス協同データベース事業についても報告

を行った。 
 サテライトミーティングでは，三分科会の報告や議

論を通して，収集，資料提供，レファレンス・サービ

スという図書館を代表する三つの機能の密接な関係を

再認識することができた。参加者からも今後の定期的

な開催を期待する声が多かった(2)。 
レファレンス・サービスのクォリティ 
 IFLA ソウル大会では，8 月 21 日に「デジタル・レ

ファレンス・サービスのクォリティ」と題したセッシ

ョンが行われ，レファレンス・サービスのクォリティ

の向上や測定方法をめぐって議論が行われた(3)。 
 報告者に共通していたのは，質の高いレファレン

ス・サービスを行うためには，利用者に対する詳細な

インタビューが不可欠，という認識である。したがっ

て，Ｅメールやウェブフォームを使った非同期式のサ

ービスよりも，対話によって利用者のニーズを的確に

把握できるチャット・レファレンスなどの同期式のサ

ービスが重視されていた。同期式のサービスには非同

期式以上に人的資源が必要であるため，協同レファレ

ンス・サービスの仕組が活用されている。QuestionPoint
（CA1476 参照）がその典型と言えるが，このセッショ

ンに参加した QuestionPoint の報告者からは，回答の

クォリティの維持・向上のための応対マニュアルや，

クォリティ・チームによる回答レビューについての報

告があった(4)。クォリティ・チームによる回答レビュ

ーは，利用者に対するアンケート調査とともにサービ

スのクォリティを測る手段のひとつである。その他，

QuestionPoint に寄せられる質問数，リピートユーザー

数，待ち時間や応答時間の長さ，参加館数なども，ク

ォリティを数量的に測る指標として用いられている。 
インターネット時代を生き抜くためのマーケティング

活動 
8 月 22 日には，レファレンス・情報サービス分科会の

セッション「現代の図書館におけるレファレンス・サ

ービスのマーケティング」(5)が行われた。 
 マーケティング戦略を採り入れ，大幅な利用者増に

成功した市立図書館や，文書館や博物館と連携してマ

ーケティング活動を行っている図書館からの事例報告

のほか，マーケティングの７つの要素を用いて，公共，

大学，専門，学校図書館のパフォーマンスを分析した

研究などが報告された。また，マーケティングを行う

うえで，どのような技能がレファレンス・ライブラリ

アンに求められるのかを分析した報告では，コミュニ

ケーション能力，IT のスキル，人間関係を円滑に進め

る能力，ニーズを把握する力等が重視されていた。 
 図書館におけるマーケティング活動は，英米を中心

に 1980 年代初頭から始まっており，図書館サービス
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の改善・推進のためにマーケティング戦略を導入する

という考え方自体，決して目新しいものではない。し

かし，今回，レファレンス・サービスの分科会のテー

マとしてマーケティングが選ばれたことや，図書館を

めぐる環境の変化によって，図書館はもはや唯一の情

報提供者ではなくなっている，という現状がどの報告

においても繰り返し強調されていたことを考えると，

レファレンス・サービスを提供するうえでは，マーケ

ティング活動の重要性がますます高まっていると言え

るだろう。 

（主題情報部：北
き た

川
が わ

知
と も

子
こ

） 
 
(1) “WLIC 2006 SEOUL SATELITE MEETING”. 韓国

国立図書館. (online), available from <http://www.nl.go.
kr/satellitemeeting/wlic/program.php>, (accessed 2006
-10-17). 

(2) 詳細については，下記月報記事も参照のこと。 
北川知子. デジタル時代のリソース・シェアリング，レフ

ァレンス，蔵書構築：実践的アプローチ. 国立国会図書館

月報. No.548, 2006, 8 
(3) “World Library and Information Congress: 72nd IFLA 

General Conference and Council”. IFLANET. (online), 
available from <http://www.ifla.org/IV/ifla72/Programm 
e2006.htm>, (accessed 2006-10-17). 

(4) “24/7 Reference Collaborative Polices and Procedures”. 
QuestionPoint. (online), available from <http:/ / 
questionpoint.org/ordering/cooperative_guidelines_247 
rev3.htm>, (accessed 2006-11-17) 

(5) Op. cit. (3). 
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IFLA ソウル大会報告 

－視聴覚・マルチメディア分科会を中心に－ 
 
はじめに 
 2006 年の IFLA ソウル大会に参加する機会を得た。

現在国立国会図書館の電子資料課という部署において

音楽・映像資料室を担当していることもあり，公開セ

ッションは視聴覚・マルチメディア分科会のものを中

心に聴講した。今年は単独ではなく，情報技術分科会

や国立図書館分科会，公共図書館分科会との合同公開

セッションとして開催された。このうちいくつか興味

深かった発表について紹介したい。 
Global Memory Net 

 国立図書館分科会との合同セッションで，“Global
Memory Net”（GMNet）(1)についての発表があった。

これは，全米科学財団（NSF）の助成を受けた世界中

の図書館，美術館等のデジタル文化遺産コレクション

へのポータルサイトであり，80 以上の国から提供

されているデジタル・コレクションを 8 か国語（11 月

14 日現在）で閲覧することができる。静止画像に加え，

動画も一部含まれている。またコンテンツを提供して

いる各参加機関に対し，GMNet は汎用検索システム

の提供による支援をも行っている。これは，技術水準

のそれほど高くない機関向けのものから GMNet と同

程度の機能を持つ高水準のものまで 3 種類用意されて

いる。これらの検索システムにより，各参加機関は自

らのデジタル・コレクションの機能の充実を図ること

もできるようになっている。 
 利用者サービスにおける GMNet の特徴の一つは，

様々な検索手段を提供していることであろう。メタデ

ータのみでなくコンテンツベースの検索，提供国別の

検索などを利用することができる。また個々のコレク

ション別の検索に加え，全てのコレクションを横断検

索することも可能になっている。 
 コンテンツベースの検索とは，画像の色，形等の特

徴が類似した画像を検索し，表示する機能である。例

えば，秦の始皇帝の兵馬俑の画像に興味を持った場合，

similar というボタンを 1 回クリックするだけでそれ

に類似する色，形の画像（すなわち同様の兵馬俑の画

像）を一覧表示させることができる。この機能を利用

すれば，ある文化遺産について何も知らなくても，連

鎖的に表示される画像やその解説等により容易に知識

を深めていくことが可能だという。GMNet は，

SIMPLIcity（Semantics-sensitive Integrated Matching
for Picture LIbraries）(2)と言う画像検索システムを

利用してこの検索機能を実現している。 
 この GMNet に日本から唯一参加している鶴見大学

からも発表があった。“Tsurumi Collection”として

現在和歌や古地図等の貴重書コレクションを公開して

いる。現在は日本人であっても解読できる人はそう多

くないということで，和歌の資料については音声ファ

イルが付けられ，原文の朗読を聴くことができるよう

になっている。 
 “Tsurumi Collection”の検索，解説文の表示等は

日本語，英語の 2 か国語対応である。古典文学等に関

する専門用語が使用されているため，英文版作成は困

難が伴ったという。しかし，日本の文化遺産を英語で

紹介するデジタル・ライブラリーはあまり多くなく，

所蔵している貴重書を世界へ向けて発信するためには

必須のことであったという話が印象的であった。 
Moving Image Collections 

 米国議会図書館等によって構築されてきた動画の総

合目録 MIC（Moving Image Collections；E135,
CA1558 参照）(3)を多言語対応にしようという事業が

現在進められている。この MIC は，全世界の動画総

合目録となることを目指しているが，インターフェイ

スは英語のみで，参加機関も多くは米国内に存在する。

現在北米以外からは 16 か国の機関が部分的に参加し

ているが，目録を提供しているのはすべて米国内の

11 機関である。この現状を打破するため，フランス語，

スペイン語，アラビア語での利用を可能にする事業が

進行中とのことだった。この事業により，今後参加国，

参加機関がどのくらい増えるのか楽しみである。 

3
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Bibliotekernes Netmusik 

 デンマークの公共図書館においては，2004 年より

“Bibliotekernes Netmusik”という音楽配信サービス

が行われている(4)。このサービスを利用すると，音楽

ファイルは利用者のパソコンへ直接配信される。現在

提供されているのは約 11 万曲で，その 3 分の 1 は国

内版 CD をデジタル化したものである。コストは実際

の CD を購入・提供するよりかなり安いという。 
 利用者は無料で 1 日ないし 7 日間，曲を「借りる」

ことができる（1 日貸出はいずれ無くなる予定である）。

音楽ファイルは，デジタル著作権管理処理をされたウ

ィンドウズメディアオーディオのフォーマットによっ

て配信される。貸出期間がすぎるとそのファイルは機

能しなくなる仕組みになっている。現在著作権者と貸

出期間を 30 日間に延ばせないか等協議中だが，まだ

結果は出ていないそうである。予想よりは利用が延び

ていないが，デンマークの公共図書館の実に半数以上

に相当する約 130館がこのサービスに参加していると

のことであった。 
また，まだ実験段階ではあるが，デンマークでは

“Bibcast”という図書館による映画の配信サービスも

構築されつつあるとのことである。 
スコットランドにおけるデジタル・ライブラリー・プ

ロジェクト 

 他には，スコットランドにおけるデジタル・マルチ

メディア・サービスについての発表もあった。その中

核となっているのがスコットランド文化資源アクセス

ネットワーク（SCRAN；CA1459 参照）である。参加

機関は図書館に加え，文書館，博物館，美術館等多岐

にわたる。資料保存というよりは教育的利用を第一の

目的とするこの SCRAN では，参加機関の教員，司書

等の利用者は，画像，動画，音楽を自由にダウンロー

ドでき，必要であれば加工して使うことができる。も

ちろんこのような利用に関しても著作権処理がなされ

ている。2005 年 12 月に政府の予算措置は終了したが，

このようなデジタル・ライブラリー・プロジェクトが

有用であるという認識は浸透しつつあるとのことであ

った。 
おわりに 

 以上が興味を持った発表の紹介である。デジタル・

ライブラリーについては上記で触れたもの以外にもい

くつかの発表があり，多くの事業が計画，実行されて

いることを知った。例えばスイスでは，異なる画像情

報を統合的に整理・管理・検索できるようにする“Living
Memory”(5)という事業が現在進行中だという。また，

美術図書館分科会の公開セッションでも，ネパールの

建築保存プロジェクトに関するハーバード大学図書館

の発表の中で，そのプロジェクトに関するデジタル・

ライブラリーが構築されていることについて言及があ

った(6)。 

 個人的な感想となるが，この IFLA ソウル大会に参

加することで，様々な国の様々な現状，事業等を知る

ことができたのは貴重な経験であった。実際に発表さ

れる場にいるということで，発表者の熱意，或いはあ

る会場においてはその場全体の熱気のようなものを肌

で感じられたのも得がたい経験だったと思っている。 

（資料提供部電子資料課：石
い し

塚
つ か

陽
よ う

子
こ

） 
 
(1) “Global Memory Net”. (online), available from 

<http://www.memorynet.org/home.php>, (accessed 
2006-10-17). 

(2) James Z. Wang et al. “SIMPLIcity”. (online), available 
from <http: / /wang14.ist .psu.edu/cgi-bin/zwang/ 
regionsearch_show.cgi>, (accessed 2006-11-17). 

(3) “Moving Image Collections”. (online), available from 
<http://mic.imtc.gatech.edu/index.php>, (accessed 
2006-11-2). 

(4) “Bibliotekernes netmusik”. (online), available from 
<https://www.bibliotekernesnetmusik.dk/netmusik 
2006/>, (accessed 2006-11-2). 

(5) Martin L. et al. Combining different access options for 
image databases. IFLANET. (online), available from 
<http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/091-Leuenberger_ 
Stettler_Grossmann_Herget-en.pdf>,  (accessed 
2006-11-2). 

(6) Hugh Wilburn. Nepal Architecture Archive at Harvard 
University: Using Library Technology to Preserve 
Cultural Heritage and Take It into the Future. 
IFLANET. (online),available from <http://www.ifla.org/ 
IV/ifla72/papers/135-Wilburn-en.pdf>, (accessed 2006-
11-20). 

 
Ref: Ching-Chin, Chen. Using Tomorrow's Retrieval 
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(online), available from <http://www.ifla.org/IV/ifla72/ 
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available from <http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/ 
097-Egusa_Nagatsuka-en.pdf>, (accessed 2006-10-10). 
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CA1611 

障害者サービスの潮流 
－DAISY & 統合デジタル図書館ワークショップ報告－ 
 
 IFLA ソウル大会に先立ち，8 月 17・18 日に，韓国

点字図書館で標記ワークッショップが開催された。主

催者の韓国点字図書館は，1969 年に設立された韓国初

の点字図書館であり，民間による運営であるが韓国の

点字図書館界で中心的な役割をはたしている。 
 ワークショップでは「DAISY と統合デジタル図書

館」をテーマに，日本，韓国を含むアジア，ヨーロッ

パの 8 か国から 12 の報告がなされた。本稿では，こ

のうちの主なトピックを紹介してゆきたい。 
DAISY の普及と資料のデジタル化 

 DAISY は現在デジタル録音図書の国際標準規格と

して普及している。（CA1471，CA1486 参照）。最

新の規格である DAISY3.0（2002 年に ANSI/NISO
Z39.86 として採択）は「マルチメディア DAISY」と

通称されているとおり，音声だけではなく画像・テキ

ストを格納し処理できる規格である。 
デンマークの国立視覚障害者図書館（Danish

National Library for the Blind：以下，DBB）では，

2000 年に DAISY 図書の新規作成を，2002 年にはア

ナログ資料から DAISY 資料への遡及変換を開始し，

すでに 14,000 タイトルの DAISY 図書をサービスに供

している。また，2008 年までに過去のアナログ資料を

すべて DAISY 化する計画も進んでいる。 
フィンランドのセリア視覚障害者図書館（Celia

Library for the Visually Impaired：以下，Celia）
でも，年間約 1,600 タイトルを新規作成し，今後約

15,000 タイトルのアナログ資料を変換する予定である。 
 また録音資料の製作では，デジタル情報の特性を生

かしたシステムにより効率化が進んでいる。日本点字

図書館が 2005 年に導入した新システムでは，録音時

の環境音を消去したり，録音音声レベルを一定に保つ

技術の導入により，これまで録音ブースで行うしかな

かった録音作業が自宅でも可能となった。さらに，メ

ールやファイル転送を使用することで進捗管理，録音

と校正などを平行処理できるようになり，これまで

20－25 週かかっていた録音資料作成が 5－8 週間で完

成するようになっている。 
新サービス 
 このような DAISY の普及により，サービスの可能

性が広がっている。先の北欧 2 カ国では，録音資料は

オンデマンドでコピーを作成し提供しているが，利用

後の廃棄を前提に，資料の返却を不要とするサービス

を開始している。 
 韓国の LG サンナム（Sangnam）図書館では，

「ユビキタス図書館」と銘打って，韓国点字図書館が

作成した録音資料をインターネットや電話回線経由で

PC や専用の携帯電話端末に送信するサービスを開始

した。 
 このほか，直接ウェブ経由でデータを送信してそれ

を専用ソフトで視聴したり，点訳ソフトや読み上げソ

フトで読み上げたりするサービスは，各国で開始され

ている。 
対象利用者の拡大 
 身体障害者，失語症，知的障害者，聴覚障害者など

「読み書きに障害を持つ人々」に対しても，「マルチメ

ディア DAISY」の有効性が認められつつあり，利用対

象の拡大が進められている。DBB や Celia はサービス

対象者を視覚障害者から，「読むことに障害を持つ

人々」に拡大した。また，スウェーデンでは著作権法

により，2002 年から正式に認可された団体は，印刷物

を読めない障害をもつ人々への貸与を目的に，著者や

出版社の許可を受けずに録音図書の製作ができるよう

になった。 
 日本でも，著作者団体と図書館関係団体との当事者

間協議が行われているところである。 
デジタルディバイド 
 ワークショップでは，先進的な取り組みの例が多く

紹介されたが，同時に課題もあらわになった。 
 国レベルでは，すでに何万タイトルも DAISY 資料

が作成され提供体制が整っているところがあれば，作

成自体が始められたばかりのところもある。また個人

レベルでも中・高齢の視覚障害者は最新の再生機器，

再生ソフトの操作が困難である，再生機器自体が比較的

高価であるため購入できない，など，最新の技術・環境

を利用できない人々が数多くいる。このようなデジタ

ルディバイドの解消が今後の大きな課題である，とい

う認識を参加者は共有できた。 

（関西館事業部図書館協力課：原
は ら

田
だ

圭
け い

子
こ

） 
 
Ref: DAISY & 統合デジタル図書館 . 韓国電子図書館 .
（オンライン）, 入手先 <http://infor.kbll.or.kr/workshop/
index-jap1.asp>, （参照  2006-11-9）. 

Tank, Elsebeth. DBB on our way to the hyper modern 
digital library. 2006 Seoul Workshop: Daisy & 
Integrated Digital Library. 2006. 1-6. 

Voutilainen, Paivi. Designing and building a digital 
Library system at Celia Library for the Visually 
Impaired,Finland. 2006 Seoul Workshop: Daisy & 
Integrated Digital Library. 2006. 7-9. 

Amano, Shigetaka. Biblio-Net Service in Japan. 2006 
Seoul Workshop: Daisy & Integrated Digital Library. 
2006. 10-13. 

Youk, Kuen-Hae. Ubiquitaous Library. 2006 Seoul 
Workshop: Daisy & Integrated Digital Library. 2006. 
14-17. 
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 小特集  

インターネットに対応する 
納本制度改正の動き 

 
 インターネットが社会に不可欠のインフラとなって

いる今日，インターネット上で公開される著作物の数も

日増しに増加しています。 
 その一方で，このような著作物は，作成や消去が容易

で不安定であるという特性を持ち合わせており，国民の

知的営為の成果物が時の経過とともに消えてしまうこ

とが懸念されています。 
 そこでこれらの著作物を「納本制度」により収集・保

存し，次世代に継承しようとする動きが出てきています。

本号では，納本制度によるこれらの著作物の収集を開始

するニュージーランド，ドイツ，フランスの 3 か国の概

況を紹介します。 

 

CA1612 

ニュージーランドにおける法定納本制度改正の動き 
 
 ニュージーランドでは 2006 年 8 月 12 日，電子的ド

キュメント（electronic documents）も納本の対象に

含めた新納本制度がスタートした。 
経緯 

ニュージーランド国立図書館（National Library
of New Zealand：NLNZ）は，2001 年に電子情報資

源の収集・管理等に関する中期計画を策定し，2003
年に国立図書館法を改正した（CA1537 参照）。そして，

翌 2004 年に，改正法の第 31 条を踏まえ，図書

および定期刊行物の納入に関する規程“National
Library Requirement （Books and Periodicals） Notice
2004”を定め 7 月 1 日に施行した。そして 2006 年

5 月 11 日，2 年越しの審議を経て，電子的ドキュメン

トの納入に関する規程“The National Library
Requirement（Electronic Documents）Notice
2006”を告示した（以下 Notice 2006）。5 月の告示

から 8 月の発効までの期間に，NLNZ は出版者への文

書の送付，説明会の開催およびホームページでのアナ

ウンス等で，新納本制度の周知に努めた。 
The National Library Requirement Notice 2006 

 Notice 2006 は，電子的ドキュメントをオフライ

ン・ドキュメント（off-line documents）とインター

ネット・ドキュメント（Internet documents）に分け

て規定している。 
 オフライン・ドキュメントとは，①磁気的メディア

（magnetic media；フロッピーディスク，ハードドラ

イブ，オーディオテープ，ビデオテープなど），②光

学的メディア（optical media；CD，DVD など），

③電子的電子情報貯蓄装置（electronic electronics

storage device；USB，メモリーカードなど），である

（3 条）。出版者はオフライン・ドキュメントを発行し

た 20 営業日以内に 2 部（当該出版物が 1,000 ニ

ュージーランドドル（逐次刊行物は年間の購読料が

3,000 ニュージーランドドル）以上の場合は 1 部）納

本しなければならない（第 5 条）。複数の言語で出版

された場合はそれぞれの言語につき納本する（第 6 条）。 
 インターネット・ドキュメントに関しては出版者に

納本の義務を課さず，NLNZ が複製を通じて収集する

ことを定めている（第 8 条）。ただし，複製が困難な

場合，NLNZ が出版者に対して複製の補助を求めるこ

とができる。 
 また，Notice 2006 は電子的ドキュメントの納本の

例外規定を設けている。それは当該電子的ドキュメン

トが，①官公庁が業務の処理に必要な情報源として作

成した資料もしくは，②公文書と同程度の公開，保存

が保障されている資料である場合には，大臣の許可を

得た上で納本が免除されるというものである（第 9 条

の 2）。 
新納本制度の運用 

 NLNZ は 2004 年に電子情報資源の収集，保存，提

供を一元的に管理するソフトウェア NDHA（National
Digital Heritage Archive）プログラムの開発を発表

した。このプログラムの開発のため，NLNZ は 2006
年 5 月 13 日に Sun Microsystems，2006 年 8 月 11
日に Endeavor Information Systems と協力関係を

結んでいる。 
 インターネット・ドキュメントの収集はウェブ・ハ

ーベスタによる機械的収集が中心となる。しかし，年

報および調査ドキュメント（consultation documents）
等の情報価値の高い資料については自発的納本を呼び

かけている。 
 また NLNZ は，Web ブラウザーを利用して，オン

ラインでインターネット・ドキュメントを納本できる

ようにしている。出版者はユーザー登録を行い，イン

ターネット・ドキュメントのアップロードを行う。続

いてアップロードしたインターネット・ドキュメント

に対して，著者名，タイトル，ISBN，ISSN 等のメタ

データを，出版者が付与して登録が完了する。このイ

ンターネット・ドキュメントのオンライン納本システ

ムは 2005 年 9 月より試験的に稼働している。 
 このほかメールで納本することも可能である。また，

情報収集のために自動的に配信されるメールマガジン

やメーリングリストに NLNZ のメールアドレスを追

加するよう呼びかけている。 
 収集されたインターネット・ドキュメントは，基本

的にインターネットを通じて利用に供される。ただし，

利用者は所定の画面にユーザー名とパスワードを入力

する必要がある。有料サイトや会員向けサイトといっ

たアクセスに制限のあるインターネット・ドキュメン
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トの場合は，同時に 3 人までしか閲覧できない。 
 NLNZ の新たな納本制度はまだ始まったばかりで

ある。今後の展開に注目したい。 

（収集部国内資料課：熊
く ま

倉
く ら

優
ゆ う

子
こ

） 
 
Ref: National Library of New Zealand. “National Library 

of New Zealand (Te Pura Mātauranga o Aotearoa) 
Act2003”. (online), available from <http://www.natlib. 
govt.nz/files/Act03-19.pdf>, (accessed 2006-10-19). 

“National Library Requirement (Books and Periodicals) 
Notice 2004”. (online), available from <http://www. 
natlib.govt.nz/files/RequirementNotice2004.pdf>, 
(accessed 2006-10-19). 

“National Library Requirement (Electronic Documents) 
Notice 2006”. (online), available from <http://www. 
natlib.govt.nz/files/2006118.pdf>, (accessed 2006-10- 
19). 

“Legal Deposit for New Zealand publishers”. (online), 
available from <http://www.natlib.govt.nz/en/services/ 
5legaldeposit.html>, (accessed 2006-10-19). 

“National Library Takes Next Step in Preserving Digital 
Heritage”. (online), available from <http://www.natlib. 
govt.nz/bin/media/pr?item=1147320272>, (accessed 
2006-10-19). 

“Extended Legal Deposit Regulations Come Into Force 
12 August 2006”. (online), available from <http://www. 
natl ib.govt.nz/bin/media/pr?item=1155100358>, 
(accessed 2006-10-19). 

“Endeavor Information Systems Announces First 
Partnership for Long-Term Access and Preservation of 
Digital Content with the National Library of New 
Zealand”. (online), available from <http://www.natlib. 
govt.nz/bin/media/pr?item=1154899822>, (accessed 
2006-10-19). 

“Harvesting Digital Heritage”. (online), available from 
<http: / /www.natl ib .govt .nz/bin/media/pr?item= 
1159154472 >, (accessed 2006-10-19). 

“Legal Deposit Code of practice”. (online), available from 
<http://www.natlib.govt.nz/files/legaldeposit/Code 
%20of%20Practice.pdf>, (accessed 2006-10-19). 

“Frequently asked questions about Legal Deposit”. 
(online),available from <http://www.natlib.govt.nz/files/ 
legaldeposit/Frequently_asked_questions_about_Legal 
_Deposit_(August_2006).pdf>, (accessed 2006-10-19). 

Sun Microsystems. “New Zealand to Digitize and 
Preserve National Heritage”. (online), available from 
<http: / /www.sun.com/smi/Press /sunflash/2006- 
03/sunflash.20060313.2.xml?cid=155 >, (accessed 2006- 
10-19). 

 
CA1613 

ドイツにおけるオンライン出版物の法定納本制度 
 

ドイツでは，2006 年 6 月 28 日にドイツ国立図書館

法が公布され，翌 29 日から施行された(1)。この法律は，

連邦レベルの納本図書館であるドイツ図書館（Die
Deutsche Bibliothek）の名称をドイツ国立図書館

（Die Deutsche Nationalbibliothek）に改めるとともに，

パッケージ系の出版物に加えオンライン出版物につい

ても同館への納入を発行者に義務付けることを主な内

容としたものである(2)。 
 法律の制定から間もないこともあり，依然，不確定

な部分もあるが，以下，これまでに明らかにされた情

報を基に，新たに創設されたオンライン出版物の納本

制度の概要を紹介する(3)。 
収集範囲 

オンライン出版物は，活字，図画，音声のいずれの

形態であれ納入義務の対象である。紙媒体での出版物

と同じ内容で発行されたものも，また，データベース

のようにオンライン出版物に特有のものも，納入義務

の対象である(4)。内容的には，逐次刊行物，モノグラ

フ，辞典などは義務的納入の対象だが，単なる告知情

報や商品カタログなどは対象外である(5)。 
なお，収集範囲は，近々行われる納本令や収集方針

の改訂により，明文化される予定である(6)。 
収集方法 

 収集方法は，1) 地域の納本図書館の協力の下での納

入，2) ドイツ国立図書館のサイトを通じた納入，3)
ハーベスティング（ロボットによる収集），の 3 とお

りに大別される(7)。ただし，学位論文については，そ

れ以外の方法として，大学図書館を通じたオンライン

での収集が既に 1998 年から行われている(8)。 
 2)の方法により収集する場合には，次のような手順

を踏むことで，納入者・納入出版物の真正性の確保が

図られている(9)。 
・オンライン出版物を納入しようとする者は，まず，

ドイツ国立図書館（以下「図書館」という。）にメ

ール，FAX，郵便等の手段で通知を行う。通知を受

けた図書館は，納入用の ID とパスワードをメール

で通知者に送付する。 
・納入者は，送付が確実になされることを確認するた

めに，所定のフォームに記入した「通知様式」をオ

ンラインで図書館に送付する（配付された ID，パス

ワードはこのとき使用する）。「通知様式」が問題な

く送付された場合には，図書館から送付用の ID がメ

ールで送付される。 
・納入者は，送付用 ID を用いてオンライン出版物を

図書館に送付する。 
 なお，納入先は，フランクフルト市にあるドイチェ・

ビブリオテーク（Die Deutsche Bibliothek）か，

ライプツィヒ市にあるドイチェ･ビューヒェライ

（Deutsche Bücherei）のいずれか一方であるが（両者

はいずれも図書館を構成する一部門である），納入者

の居住地によって一義的に決定されることになる。 
書誌の作成 

 納入者は，納入するオンライン出版物のメタデータ

を図書館に送付する(10)。これにより，図書館の整理作

業の合理化が図られる。整理されたオンライン出版物

の書誌は，全国書誌に掲載される(11)。 
利用提供 

 図書館は，ゲッティンゲン州立・大学図書館，ゲッ

ティンゲン学術データ処理協会，IBM 社との共同プロ

ジェクトにより，技術革新によってソフトウェアが変
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化しても，過去に収集した出版物の利用が保障される

ようにするべく研究を行う(12)。 

（調査及び立法考査局国会レファレンス課：渡
わた

邉
なべ

斉
ただ

志
し

） 
 
(1) BGBl I 2006 S.1338. 
(2) 同法を法案段階で紹介したものとしては以下の文献を参

照（この法案に一部修正が加えられた条文で成立している）。  
渡邉斉志. インターネット情報資源の国家的収集：ドイツ

国立図書館法案. 外国の立法, 226, 2005.11, 94-102. (オ
ンライン), 入手先 <http://www.ndl.go.jp/jp/data/publica
tion/legis/226/022604.pdf>, (参照 2006-8-6). 

(3) なお，ドイツ国立図書館はその後，法定納本制度につい

ての広報サイトを開設している。 
Die Deutsche Nationalbibliothek. Info Deposit. (online), 
available from <http://info-deposit.d-nb.de/>, (accessed 
2006-11-16). 

(4) Die Deutsche Nationalbibliothek. Sammlung, Verze-
ichnung und Archivierung von Netzpublikationen. 
(online), available from <http://www.d-nb.de/wir/ueber
_dnb/netzpubl.htm>, (accessed 2006-8-6). 

(5) Die Deutsche Nationalbibliothek. Deutsche Nation-
albibliothek mit erweitertem Sammelauftrag. (online),
available from <http://www.d-nb.de/aktuell/presse/pres
semitt_dnbg_neu.htm>, (accessed 2006-8-6). 

(6) Ibid. 
(7) Die Deutsche Nationalbibliothek. Abgabe von Netz- 

publikationen an die Deutsche Nationalbibliothek. 
(online), available from <http://www.ddb.de/wir/ueber_ 
dnb/netzpubl_abgabe.htm>, (accessed 2006-8-6). 
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ble from <http://www.d-nb.de/wir/ueber_dnb/netzpubl_ 
erschl.htm>, (accessed 2006-8-6). 

(12) Op.cit. (4). 
 
CA1614 

フランス法定納本制度改正とウェブアーカイブへの対応  
 
 フランスの納本制度は，フランソワ一世のモンペリ

エのオルドナンス（王令）により，1537 年に，図書を

納本対象としたことを嚆矢とする。1993 年には，パッ

ケージ系電子出版物へと納本対象を拡大した(1)。そし

て 2006 年，フランス納本制度は，再び大きな変動期

を迎えた。第一には，2006 年 6 月 13 日のデクレ（法

令）により，法定納入受入機関に納本するべき紙媒体

出版物の冊数を減少させることが定められた（E397
参照）。第二には，2006 年 8 月 1 日に公布された「情

報社会における著作権及び著作権隣接権に関する法

律」の規定により，フランス国立図書館（BnF）及び

国立情報学視聴覚研究所（INA）が，インターネット

情報資源を法定納本の対象とすることが規定された。 
 まず，納本冊数を減少させるという決定は，1993
年の法定納本に関するデクレ(2)を，2006 年 6 月 13 日

のデクレ(3)のとりわけ第 6 条によって修正するという

形でなされた。以前は，出版者は 4 部，印刷者は 2 部

納本せねばならなかったが，新しいデクレのもとでは，

出版者 2 部，印刷者 1 部の納本となる。今回の改定は，

納本部数を削減することで，納本する側，納本される

側，双方の負担を軽減し，少数の納本資料を確実に管

理・提供することが目指されている。出版者からの 1
部目は引き続き BnF で保管・提供され，2 部目は国内

外への寄贈・交換に用いられる。また，印刷者からの

納本分は，各地域の納本図書館において提供される。

このような法改正の背景には，「ドキュメントの爆発

的増加」がある(4)。実際，図書及び逐次刊行物の納本

数は増えており，過去 15 年間において，文学領域の

出版物が 35%，歴史及び地理の出版物が 12%増加して

いる。また，納入者が多様化しているという背景もあ

る。2005 年には，6419 の納入者が存在したが，その

うち 2692 が新規の納入者である。しかも，これら納

入者の半分は，この 1 年間で 1 部しか納入していない。

これは，個人が自分自身で少数部作成した出版物を

BnF に納本するケースが増えてきていることを意味し

ている(5)。このような現象を前にして，収蔵スペース

の狭隘化が生じたため，納本冊数を減少させ，同時に，

BDLI（Bibliothèques du dépôt légalimprimeur：印

刷者納本図書館）等の保存パートナーに，BnF が保存

できないものを分担保存してもらうという方向性を打

ち立てた，というわけである。 
 第二に，BnF 及び INA が目指すウェブアーカイブ

において，新局面が見られている。それは，「情報社会

における著作権及び著作権隣接権に関する法律」

（通称，Dadvsi 法という。）(6)において，BnF 及び INA
が，インターネット情報資源を著作権者の許諾を得る

ことなく収集・保存できることが明記されたことであ

る。この法案は，現在の情報社会と著作権法との調和

をめざし EU 議会が可決した指令に基づいて作成され

たものであり(7)，2003 年 10 月 12 日，閣議了承され

たが，2004 年度には成立に至らなかった（E154 参照）。

2005 年 12 月に再び審議されたが，結果は数々の修正

を受け，この法案が本来目的としていた方向とは逆を

向いてしまった。当初，この法案の焦点は，デジタル

データを提供し，流通させる商業各社のデジタル著作

権管理（DRM）を解除し，「相互運用性」を高めるこ

と，及び，Peer to Peer（P2P）方式によりデジタル

コンテンツを自由に交換することを法的に認めるか否

かを判断すること，であった（E433 参照）。しかしな

がら，DRM の「相互運用性」の定義が曖昧であると

の憲法院の指摘を受け，各社の DRM の解除は果たさ

れなかった。また，原案では，P2P 等によるファイル

共有の刑事責任は問わないとされていたが，

この条項も破棄され，違法行為であるとされた(8)。

Dadvsi 法が当初の目的に反した形で成立してしまっ
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た点については，社会党やオープンソース推進派から

批判が相次いでいる(9)。 
 しかしながら，Dadvsi 法は，インターネット情報資

源の収集と恒久的保存に関しては，その可能性を大き

く開いた法律である。特に，第 39 条から第 47 条にお

いて，BnF 及び INA によるインターネット情報の法

定納本制度に関する規定がなされた。以下，重要なポ

イントを解説する(10)。 
 （1） 第 39 条は，インターネット情報が法定納本の

対象であることを規定する。同条ではパッケージ系電

子出版物が法定納入義務に服することが記された後に，

「電子的通信により公衆に送信される対象となるあら

ゆる種類の記号，標識，文書，画像，音声又はメッセ

ージも同様に，法定納入に服する。」と規定されている。

このように，BnF 及び INA は，事前許諾を得ること

なく，インターネット情報資源を収集することができ

ることになった。また，第 50 条 III において，納入義

務に服さない場合に処罰を与えられることが明記され

ている。しかし，同法が効力を持って 3 年経った後に，

処罰が加えられるとされており，時間的猶予が与えら

れている。 
 （2） 第 41 条 2 項では，インターネット情報資源を

収集する手段について規定されている。すなわち，イ

ンターネット情報の法定納本は，収集ロボットによる

「自動的手段」によってなされる。それが不可能な場

合，出版者又は著作者が，BnF 及び INA との合意に

基づき，電子著作物等のインターネット情報の複製及

びその送信を行うという方法で収集を行うことも想定

されている。 
 （3） 第 42 条は，データの複製・利用について記し

ている。納入受入機関は，データの収集，閲覧及び保

存のために，そのデータの複製を行うことが認められ

ている。だが，収集されたデータの閲覧は，「各納入受

入機関によって正式に認定された研究者が，専ら閲覧

の用に充てられる個別の機器を用いて当該機関内にお

いて行う閲覧」と定義され，自由な閲覧は許可されな

い模様だ。つまり，研究者によるデータの館内閲覧の

みが認められており，インターネットによる館外への

公開は想定されていないと言える。いいかえれば，納

入受入機関の収集，保存及び研究閲覧のために，著作

権が制限される形となっている。 
 （4） 収集・保存の担当分担が，第 45 条に明記され

ている。ラジオ・テレビなどのオーディオヴィジュア

ルなコミュニケーションに属するドメインのサイトは

特に INA が収集し，BnF はその他すべてのサイトを

収集するという方針が示されている。 
 このように，Dadvsi 法は，BnF 及び INA がインタ

ーネット情報資源を収集し，保存する法根拠となった。

実際にどのように収集するのか（収集選択基準），ど

のように閲覧に供するのか（閲覧許可条件）等，運

用細則に関しては，CNIL（Commission nationale
de l'informatique et des libertés：情報処理及び自

由に関する国家委員会）からの意見を聴取した後に，

コンセイユ・デタ（国務院）が公布する別のデクレで

明記される予定である（Dadvsi 法第 41 条 II によって，

このデクレの作成が要請されている）。現在は，Dadvsi
法を運用するためのデクレが作成されている状態であ

る(11)。 
 BnF は，紙媒体出版物の納入冊数減少とウェブアー

カイブへの対応という異なる 2 つの局面において，納

本制度を改正し，時代の要請に応えようとしている。

デジタル情報社会における新たな機能を身に纏おうと

するのみならず，古来からの物理的出版物の現状にも

対応しようとしていることは，とりわけ印象深い。 

（総務部企画課：鈴
すず

木
き

尊
たか

紘
ひろ
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CA1615 

ベトナムの図書館の概要 
 
1. 序論 

 ベトナムの図書館制度は，特殊な歴史を理由として，

特に 1954 年以降，先進国とは異なる独自の特徴を有

している。このことが，図書館システムの発展とベト

ナム人の図書館利用文化の双方に多くの障壁を設けて

いる。本論ではこの状況について概説する。 
2. ベトナムの図書館システムの歴史 

 ベトナムの図書館システムの発展経緯は，大きく以

下の 4 つの時期に分けることができる。 
2.1. 旧時代（930～1853 年） 

 ベトナムは 10 世紀の終わりに中国からの独立を取

り戻した。最初の図書館は，資本家と封建王朝により，

漢字で書かれた仏教の経典を収蔵するために設置され

たもので，利用できるのは支配階級のみであった。 
2.2. フランス植民地時代（1853～1954 年） 

 この時期にはベトナムを統治するために，いくつか

の図書館が置かれた。設置は主にフランス政府が担当

し，運営は主にベトナム政府が担当した。組織，整理

方法，そして全般的な図書館技術はこの時代の伝統的

な方法によっている。これらの図書館には，公共図書

館，大学図書館，専門図書館，省立図書館があった。

主要な蔵書は基本的にフランス語で書かれたものであ

る。この時期に最も大規模であった図書館は，1919 年

にハノイに初めて設置されたインドシナ中央図書館で

ある。 
2.3. 第二次インドシナ戦争期（1954～1975 年） 

 ベトナムは，社会主義政府と共産党が支配する北ベ

トナムと，非共産主義政府と米国人の影響下におかれ

た南ベトナムの 2 つに分断された。その結果，この時

期の図書館は，南ベトナムの資本主義・植民地社会，

北ベトナムの社会主義社会の 2 つの異なる政治システ

ムの下で発展した。米国から研修，財政，施設の支援

を受けていた南ベトナムでは，図書館の技術は英米の

方式に基づいたものであった。すなわち，すべての図

書館が，デューイ十進分類法（DDC）または国際十進

分類法（UDC）のいずれかを採用し，外国で刊行され

た資料のコレクションは主に英語のものであった。こ

れに対して，ソビエト連邦その他社会主義国から多大

な支援を受けていた北ベトナムの図書館は，ソビエト

の分類体系である図書館図書分類法（BBK）を採用し，

外国刊行物のコレクションは主にロシア語のものであ

った。 
2.4. 現代（1975 年～現在） 

 この時期は，2 つの時期，すなわち，対外的に閉鎖

的な政策を取っていた 1985 年までと，それ以降の開

放的な政策に転換した時期を含む。第 4 章で論ずるが，

この 2 つは異なる。図書館システムは現在，公共，社

会科学，技術・科学情報，学術，教育，健康，農業，

軍事図書館といった 8 つのサブシステムで展開してい

る。 
3. 現在の図書館制度の構造 

3.1. 公共図書館 

 公共図書館システムはベトナムで最も大きな図書館

システムである。ハノイのベトナム国立図書館（最大），

ホー・チ・ミン市の総合科学図書館，省・市の 53 の

図書館，県・町の 500 の図書館，そして村・共同体・

農場・クラブ・文化機関など至る所にある 2,000 を超

える図書館・読書室・農村地域書架が含まれる（Du,
1995b）。Hùng（1994）によると，1995 年末の時点

で公共図書館システムにはおよそ 3,000 人のスタッフ

が就いていた。同時期における公共図書館全体が

保有する図書・雑誌の合計は約 2,000 万冊であった

（Du, 1995b）。 
3.2. 社会科学図書館システム 

 このシステムは，社会科学図書館とベトナムの情報

機関を含み，社会科学委員会（Social Science
Commission）が運営している。社会科学及び人文科

学についての情報サービスを提供すると共に，同シス

テムの図書館（文学研究所，歴史研究所，言語研究所

の図書館）に図書館の技術を教える役割を持つ。 
3.3. 技術・科学情報システム 

 このシステムは，経済，技術，環境分野の図書館，

ドキュメンテーション・情報サービスを含み，科学・技

術・環境省（MOSTE）により運営されている。国

立科学技術情報・ドキュメンテーションセンター

（NACESTID）は，このシステムで最も重要な位置を

占めている。 
3.4. 大学図書館システム 

 大学図書館システムは，ベトナムの 100 を越える大

学の図書館で構成されており，教育・訓練省（MOET）
により組織されている。更に，すべての大学図書館が

大学図書館連合（Academic Libraries Union：ALU）

のメンバーである。近年，大学図書館のコレクション

は充実しつつあるため，いまや大学図書館はベトナム

国内の図書館資源の重要な一部分である。 
3.5. その他の図書館システム 

－学校図書館は，約 12,500 の学校，訓練センターに

設置され，国内 1,200 万人の生徒・学習者が利用す

る。一般的に，このシステムに含まれる図書館は 3
つのグループにより運営されている。市・省・県の

教育・訓練局の中央図書館，教育大学の図書館と小

学校（1～5 年生）・中学校（6～8 年生）・高等中学

校（9～12 年生）の図書館である。 
－医療図書館システムは，健康省（Ministry of Health）

によって組織され，医科大学の図書館がその中心で

ある。医療研究所，医療センター，病院，健康・医
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療に関する大学の 87 の図書館が含まれる。この

図書館システムの利用者は 1994 年 4 月の時点で

約 60,000 人，健康・医療に関するあらゆる資格を

持つ人が含まれている（Loc. et al., 1994）。 
－農学中央図書館（Central Library of Agricultural

Science）は，農学に関わる学会，研究所，農業セン

ター，農業大学にある図書館で構成される農業

図書館システムを管轄する。農業省（Ministry of
Agriculture）が財政面で支援している。 

－中央軍事図書館（Central Military Library）は，

軍事図書館システムを監督している。このシステ

ムは，部隊，中隊，一般政治機関，軍事省（Ministry
of Military Affairs）といったすべての軍事機関の

図書館を含む。1994 年の時点で，中央軍事図書館は

3,000万冊の図書と 1,500タイトルの雑誌を所蔵し，

約 1 万人の利用者がいる（Trong, 1994）。 
 Hùng（1994），Du（1995a）によると，これらの図

書館システムで働くスタッフの合計は 1995 年の時点

で 23,092 名を数えた。 
4. 課題 

 現代ベトナムの図書館の発展には，2 つの基礎的な

要因が影響している。ひとつは，国家経済が中央集権

型から市場経済に変わり，新しい情報の需要が創り出

されたことである。もうひとつは，共産主義国家の崩

壊に伴いベトナムの図書館へのロシア語コレクション

の流入が止まったことであった。 
 今日，ベトナムの図書館利用者は貿易，銀行業，特

許，ハイテクに関する最新の情報に関心を持っている

が，図書館はこのような情報を提供できていない。

1985 年以前の図書館は社会主義思想，マルクス・レー

ニンイデオロギー，そして農業生産を支援することを

目的に作られていた。最近では，蔵書構築は社会，技

術に関する，特に英語やフランス語で書かれた図書に

焦点を当て始めている。 
5. 結論 

 この 10 年，ベトナムの図書館は多くの困難に直面

した。この困難には，財政面の財源の制約と情報技術

のスキルの不足も含まれる。大部分の図書館は古いコ

レクションと貧弱な施設を持った時代遅れのものであ

る。しかし今，政府は学力不足を補うプログラムを導

入しようとしており，国の意欲的な開発プログラム

（country’s ambitious development programme）
においても，図書館を重要な施設と位置づけている。

図書館・情報サービスへの投資と普及促進は社会，経

済・技術開発，科学研究，教育・訓練の現場からの要

求に対応して今始まったところである。 
 Vinh（2005）によると，将来のベトナム図書館シス

テムの発展に当たっては，早急にこの新しい千年紀に

対応できるよう近代化，標準化に重点を置くべきであ

るという。国の経済発展に貢献するために，ベトナム

の図書館は，効果的な検索や相互貸借のためコレクシ

ョンを組織できる適切なツールを持つべきである。そ

のためにも，図書館の標準化が必須である。 

（大阪市立大学大学院：Nguyen
グ エ ン

 Hoa
ホ ア

 Binh
ビ ン

） 
 
Ref: Anh, T.L. Recent library developments in Vietnam. 

Asian Libraries. Vol.8, issue.1, 1999, 5-16. 
Vinh, T.L. Library development in Vietnam: Urgent needs 

for  Standardizat ion.  (onl ine) ,  avai lab le  f rom 
<http://www.leaf-vn.org/libdev.html>, (accessed 2006- 
11-10). 
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ナレッジ・ベース社会に向けたタイの図書館の立場 
 
概要 
 タイの図書館は，運営する機関によって大まかに分

類される。この分類ごとに，資源と運営戦略は異なっ

ている。各館種は規模や経営状況に応じ，それぞれ独

自の目的，利用者層を有している。図書館向けの新し

い技術により，利用者のアクセシビリティや利用効率

を高め，ナレッジ・ベース社会をより促進するのであ

る。タイでは，人的資源の開発によって，すべての人

が学習機会を得ることができるようになることが求め

られている。公共図書館は，少なくとも，タイ社会の

情報に関する意識と読書の文化を高める「公共の読書

室」にはなるかもしれない。 
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タイの図書館の組織と主たる活動 

 タイの図書館は厳密には分類されていないが，運営

する機関によって大まかに 3 種類，すなわち，国立図

書館，大学又は調査機関の図書館，そして政府や地方

自治体による公共図書館に分類することができる。 
1. 国立図書館：タイには 17 館の国立図書館があり，

教育省の芸術部により運営されている。国立図書館

は，歴史文書や社会科学，小説，自然科学に関する

本といった幅広い知識を提供している。滅多に手に

入らない知識インフラにアクセスできることから

国民にとっては重要な存在であるが，たった 17 館

しかないため，地方の住民が国立図書館を訪れるの

は難しい。 
2. 大学又は研究機関の図書館：大部分は大学又は研究

所，調査機関，各専門分野の知識企業により運営さ

れている。この種の図書館の主たる目的は，学生や

研究者といった構成員に対するサービスである。図

書館資料の中心は各機関の調査・研究の成果といっ

た，非公式な教育資源である。だがこのような資料

であっても，図書館は収集し何人に対しても公開し

ている。 
3. 県政府による公共図書館：各県（編集事務局注：タ

イには 75 の県がある）政府は，県内の住民にサー

ビスを提供するため公共図書館を設置している。

1939 年にウボン・ラーチャターニー（Ubon Ratchathani）
県に設置されたのが最初である。各図書館のサービ

ス能力は，県政府の予算と資源に依存する。通常，

大 規 模 な 県 は よ り 大 規 模 な サ ー ビ ス を 提

供することができ，例えばバンコク首都府（Bangkok
Metropolitans Administration）では 22 の公共図

書館，8 つの移動図書館のほか，地域向けに設置さ

れている小規模公立図書館であるブック・ホーム

（book homes）を 23 か所に設置している。このほ

か，郡（district）や行政区（sub-district）のレベ

ルでは県の図書館のネットワークとして機能する

小規模な公共図書館がある。現在，県の公共図書館

73 館，郡の公共図書館 686 館，分郡の公共図書館

50 館がある。 
 
 タイの図書館の主たる活動は，標準的な図書館と同

様，読書や情報検索など，知識社会に向けた様々な活

動を推進することである。 
 地方においては，公共図書館は Thaicom（編集部

注：Shin Satellite Public 社のサービス名）の衛星を

通した遠隔教育テレビ番組の放送センターとして，住

民への教育サービスを拡大してきた。Thaicom を含む

テレビやラジオ，インターネットといったメディアは

公式・非公式な教育の担い手であることを求められて

いるが，その主な射程は農村の住民である。 
 

図書館のアクセシビリティ 
 タイのすべての図書館は，一定の条件のもとに公共

に開かれている。例えば，国立図書館は会員のみ利用

が認められているが，誰でも会員になることができる。

大学図書館はすべての来館者に対してアクセスを認め

ているが，蔵書の貸出には図書館間相互貸借を利用し

なければならない。また，研究所の図書館の中には，

一般利用者からは入館料を徴収するところもある。 
 一般の住民を対象としてサービスを提供している図

書館はまだ少ないが，移動式の公共図書館を活用する

ことにより，地域コミュニティにおける利用の可能性

を高めることができる。地方だけでなく，複雑な交通

事情のある地域でも移動図書館を活用する必要がある

とされており，例えばバンコクのある地域では，川が

移動に最も便利であることから，毎週ボート図書館が

訪れている。 
図書館の通信技術環境 
 国立図書館と大学図書館は，サービスの品質を支え

るため，近代的な技術を用いた情報システムを使用し

ている。オンライン利用者目録（OPAC）は，すべて

の図書館で導入されている。大部分の OPAC のインタ

ーフェイスはウェブベースに置き換わり，利用者はイ

ンターネットを通して離れたところからアクセスする

ことができる。オンラインの電子ジャーナルにもアク

セスすることができるが，こちらは館内でのみ利用が

認められている。しかしながら，最新の図書館では，

Thailand Knowledge Park のように，オンラインで

電子出版物やメディアを検索・閲覧できる電子図書館

サービスを提供することにより，情報技術環境への統

合をより有益に行っている例もある。 
 中・小規模の公共図書館では，このような情報技術

環境における利用者の学習ニーズにあった効果的なサ

ービスはまだ提供できていないが，「Public Library
Service（PLS：教育版）」というソフトウェアが，タ

イの公共図書館その他図書館に無償で配布されている。

このソフトウェアは，資料の書誌情報のデータベース，

バーコードや図書館利用カードの印刷システム，バッ

クアップシステムとして利用することができる。 
図書館の効率性 
 図書館システムに情報技術を導入することにより，

図書館の能力は大きく改善され，館内での利用がより

便利になっただけでなく，館外からのアクセス，やり

とりも可能となった。しかしながら，タイの図書館は

運営する機関によって区分され，資源も予算も様々で

ある。地方においては，住民が学校以外で読書をした

り自己啓発をしたりする機会が不十分である。そのた

め地方の公共図書館は，「公共の読書室」として活動し

ているが，図書館システムやサービスの計画・運営を

行う専門的理解が不足しているために，図書館の効率

性は低く，専門的な助言を得られないのである。 
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結論 
 タイでは，資源と予算の制約から教育システムはま

だすべての人に奉仕できていない。正規ではない教育

システムが，あらゆるレベルの学習者のニーズに対応

した柔軟な方法で，学校での教育機会を逸してしまっ

た人のための教育活動を提供できるかもしれない。こ

の場合，図書館を地域に配置することで，知識社会を

より促進し，公式な教育システムだけに依存しない知

識社会を促進し，さらに持続的な学習社会が達成でき

るだろう。読書の文化が不足しているタイでは，情報

に関する意識と読書活動の推進は，地域に最も身近な

資源である公共図書館において改善されるのだろう。 

（大阪市立大学大学院：Sarawat
サ ラ ウ ッ ト

 Ninsawat
ニ ン サ ワ ッ ト

） 

（タイ王立チュラチョムクラオ防衛大学校：Surat
スラット

 Lertlum
ラ ー ト ラ ム

） 
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Thailand Knowledge Park. Thailand’s Lively Library: TK 
e-learning. (online), available from <http://www.tkpark. 
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研究図書館目録の危機と将来像 
－3 機関の報告書から－ 

 
2005 年末から 2006 年にかけて，米国の 3 機関から，

研究図書館（学術図書館）における目録・目録業務の

将来像に関するまとまった報告書が相次いで公表され

た。『カリフォルニア大学における書誌サービス提供

方法の再検討(1)』（2005 年 12 月）（E448 参照），『イ

ンディアナ大学における目録業務の将来に関する白書(2)』

（2006 年 1 月），そして LC（米国議会図書館）による

『目録の変化する本質および他の情報発見ツールとの

統合(3)』（2006 年 3 月）である。 
これらの背景には，現在の目録の機能や費用対効果

に対する危機認識があり，その認識や対処方法をめぐ

って論争も起こっている。本稿では 3 報告書を中心に，

研究図書館目録をめぐる議論の動向を紹介したい。 
1. マーカム（Deanna Marcum）の危機認識 

2003 年から LC の図書館サービス担当副館長

（Associate Librarian）を務めるマーカムは，2005 年

1 月に「目録業務の将来」と題した講演を行った(4)。 
本講演では，「Google 時代」における目録業務への

危機認識を，2 つの側面から指摘している。一つは目

録利用の低下であり，様々な調査結果が利用者（特に

学生）の検索エンジンへのシフトを示しているという。

もう一つは Google Book Search（E285 参照）に代表

される大規模デジタル化プロジェクトの進行であり，

単語レベルのインデクシングを伴うデジタル化が急速

に進展すれば目録業務のあり方も問い直されるとして

いる。そして，こうした状況のもとでは目録業務の費

用対効果（LC の目録業務の年間コストは 4,400 万ド

ル）を高める再構築が必要であるとし，抄録・索引ツ

ールやオンラインレファレンスツールとの「ハイブリ

ッドシステム」構築や，一次情報のデジタル化を前提

として記述目録タスクを簡素化し余力をより知的な作

業（典拠コントロールなど）に振り向けること，など

の可能性をあげている。 
講演という性格から，明確で詳細な青写真が示され

たものではないが，本講演は LC の目録政策に責任を

持つ幹部の発言として注目を集め，上記インディアナ

大学及び LC の報告書でも議論の出発点の一つとして

明示されている。  
2. カリフォルニア大学の報告書 

カリフォルニア大学の報告書は，5 名の図書館員か

らなる「書誌サービスタスクフォース（BSTF）」によ

るものである。本報告書は，「この 10 年でどのオンラ

イン検索もより単純で効果的なものになったが，図書

館目録だけが例外である」と述べているように，OPAC
の機能改善に問題意識の力点を置いている。「探索・検

索の改善」のための勧告事項として，検索失敗時のサ

ポート，大量ヒット時のナビゲーション（FRBR（CA
1480 参照）モデルの導入やファセットブラウジング(5)

など），レレバンスランキング（検索結果のランキン

グ表示）の導入といった OPAC 単独での機能改善事項

に加え，「利用者のいるところに書誌サービスを届け

る」として，学内の教育ポータル等から目録検索を可

能にすることや目録データを外部サーチエンジンに提

供すること等もあげている。 
 また，コスト削減のための目録業務見直しも重視さ

れている。目録部門統合など学内事情に係わる事項も

あるが，リソースごとに適切なメタデータスキーマと

記述レベルを選択する（すべてを MARC/AACR に統

一しない），LCSH（米国議会図書館件名標目表）の全

面的使用を見直し OCLC の FAST(6)に注目する，メタ

データ作成に外部ソースの利用 （コピーカタロギン

グ）を徹底する，等があげられている。一方で，重要

な分野には作業を集中し豊かなデータを作るとの提言

もあり，例として，FRBR モデルを用いたナビゲーシ

ョン機能が特に有効な，文学・音楽分野の多作な著者

の著作などがあげられている。 
 なお，本報告書末尾には抄録・抜粋を含んだ約 60
点の文献リスト（ほぼ 2003 年以降の文献）があり，

有用である。 
3. インディアナ大学の報告書 

インディアナ大学の報告書も，図書館員 11 名から

なる「目録業務の将来に関するタスクグループ」によ
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るものである。学術コミュニケーションの変容等の外

部状況の記述が比較的詳細で，続いて今後の目録およ

び目録担当者の役割について紙数を割いている。 
FRBR モデルの導入や外部システムとの連携など，

今後の改善見通しについては他の報告書と類似の認識

を示しているが，目録は今後も図書館サービスの中核

として有効であり続けることが強調され，危機的とい

う状況認識は（皆無ではないが）やや薄いようである。

また目録担当者についても，状況に応じた能力開発の

必要性を指摘したうえで，より役割が広がり，図書館

が直面する諸問題のキープレーヤーになるとの見通し

を示している。 
本報告書では最後に，今後の戦略として「目録部門

と他部門との新しい連携」，「目録担当者の専門性を

MARC 以外のメタデータ形式へ拡張」，「より効率的な

内部目録作業」，「OPAC の進化のための調査・準備」

の 4 項目を示している。 
4. LC の「カルホーン報告書」の発表と論争 

2006 年 3 月 17 日に発表された LC の報告書は，コ

ーネル大学図書館のカルホーン（Karen Calhoun）が

LC の委託を受けて執筆したものである。本報告書の

分析対象は LC の目録ではなく「研究図書館の目録」

であり，より具体的には研究図書館協会（ARL）の加

盟館 123 館を想定するとしている。 
本報告書は，研究図書館が過去の財産に頼れない

「不連続な変化」の時代に入り，目録は「衰退期で，

その工程や構造は持続不可能」な状態にあるという危

機的認識のもとに，そのあり方や機能を抜本的に見直

し，変化へのビジョンや行動への青写真を描こうとし

ている。想定読者層の第一は「図書館の意志決定者」

であり，前述の両大学のものに比べると経営戦略的視

点への志向が強く出ている。方法論としては，過去 5
年間の幅広い文献調査と，図書館管理職・研究者・情

報関係企業等計 21 組への構造的インタビューの結果

を考察の材料としている。 
カルホーン報告書はその大胆ともいえる内容によ

って発表直後から大きな注目を浴び，4 月 3 日には

LC 専門職組合（Professional Guild）の文書という形

で，マン（Thomas Mann）による厳しい内容の「批判

的レビュー(7)」が出された。また，Library Journal 誌
のオンライン週刊誌 Academic Newswire は 4 月 20 日

号でマーカムへのインタビューを含む記事(8)を掲載し

た。マーカムは，カルホーン報告書の内容はそう唐突

なものではなく，「LC の管理職たちは概ね同意してい

る」と述べている。しかし，同記事内で LC 専門職組

合のシュナイダーマン（Saul Schniderman）は，マ

ンの批判が「我々のメンバーの圧倒的多数の見方を反

映している」としている。 
5. カルホーン報告書の内容と批判 

本節ではカルホーン報告書の特徴的内容を概観し，

マンの批判点も合わせて述べる。 
 まず，前節でも少し述べたが，目録の現状に対する

危機認識の強さが一つの特徴である。具体的には利用

者の目録離れ，学術情報世界におけるカバー率の低下，

機能改善の遅れなどが指摘されるが，特に検索エンジ

ン等へのシフトによる利用低下・市場縮小の深刻さが

強調され，もはや製品ライフサイクルの衰退期に入っ

ていると述べている。マンはこの認識に対して，一般・

学部学生レベルではそうかもしれないが，対象を研究

者に限れば諸調査でも目録は依然として重要な位置を

占めていると批判している。 
このような危機を克服するための指針を導き出す

べく，カルホーン報告書はいくつかのビジネス理論を

援用している。競争戦略論で著名なポーター（Michael
Porter）らの「衰退産業における終盤戦略(9)」の引用

によりいくつかの戦略が考察されているが，衰退の不

可避性を前提とするビジネスモデルの適用について，

マンは少なくとも研究利用においては典拠管理等によ

って検索語の標準化を行う目録の必要性は変わらない

と批判している。カルホーン報告書では全体的に，研

究図書館目録を論議しながら一般的なクイック情報探

索と研究者の求める網羅的検索との違いが整理されて

いないというところが，マンの批判の中心点である。 
またカルホーン報告書は，レビット（Theodore

Levitt）の製品ライフサイクル論(10)を適用して，新規

利用者の獲得（及び／または）新規利用法の開拓によ

る「再生」可能性に言及している。こうしたビジネ

ス理論の考察を踏まえて，5 年の時間枠を想定した

3 つの戦略「延命（Extending）」「拡大（Expanding）」
「先導（Leading）」が示される。「延命」戦略は，

OPACの機能改善とコスト削減によって目録の寿命延

長をなしとげるものである。「拡大」戦略では，外部機

関との共同等によって目録の新たな利用者を呼び込む

ことをめざす。そして「先導」戦略では，教育・研究

を支援する情報システムにおける図書館の役割を拡張

し新たなステージが企図される（ただしこのレベルは

必ずしも具体的に述べられていない）。 
最後にカルホーンは，今後 2 年間を想定した行動の

「青写真（Blueprint）」を作成している。この青写真

は 10 分類 80 項目の様々な内容に及ぶが，経営戦略的

視点の重視とコスト削減への傾斜が特徴としてあげら

れよう。前節で述べたように意志決定者への提言を主

目的にしているため，戦略オプションの選択，職員の

能力開発，ファンドとパートナーの確保，といった項

目が大半を占めている。また目録・目録業務の実際に

ついては，カリフォルニア，インディアナ両大学の報

告書にも通じるいくつかの OPAC 機能改善提案を示

しているが，一方でコピーカタロギングの徹底（ロー

カルカスタマイズを行わない），データ品質よりも作

業の迅速性の重視，自動処理の強化など，コスト削減
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方策の提示も目立つ。これに対してマンは，体系的な

検索に耐えるデータ品質が最も重要で，それを犠牲に

しては意味がないと批判している。 
そして，マンが「批判的レビュー」中で最も力を入

れて反論しているのは，「青写真」中の「LCSH を用

いて手作業で包括的に主題分析を行うのをやめて主題

キーワードを採用し，LC に LCSH の廃棄を促す」と

の項目に対してである。マンは，事前結合型統制語彙

である LCSH の，研究者の目録利用における有効性を

力説している。統制語彙の費用対効果に関する議論は

古くからあるし，カルホーンは多くの提言項目の一つ

としてあげているのみでどの程度の考えなのか疑問も

あるが，断定的な表現のせいもあってか，報告全体を

象徴するものといった捉えかたで大きな波紋を呼んだ。

前述の Academic Newswire 誌の記事も「LCSH の終

焉?」が冒頭の見出しになっており，マーカムもインタ

ビューに答えて「LCSH を完全に終焉させるようなシ

ナリオは想像できない」と沈静化につとめている。折

しも LC では，2006 年 4 月に発表されたシリーズ典拠

の作成中止方針が強い反発を受けながら 6 月から実施

された(11)。カルホーン報告は LC の目録政策を直接扱

ったものではないが，1.で述べたマーカム講演等もあ

って目録コストの問題に敏感になっている図書館界で

は，どうしても関連をもって受け止められてしまうよ

うである(12)。 
6. おわりに 

 以上，3 機関の報告書と，それをめぐる若干の議論

について紹介した。 
図書館目録をめぐる状況としては，IFLA の国際目

録原則（CA1571 参照）や AACR 全面改訂（RDA）
（E372 参照）など目録規則の抜本的見直しや，RLG
と OCLC の合併（E486 参照）など，大きな動きには

枚挙にいとまがない。また，本稿ではまとめきれない

が，3 機関の報告書以外にも，目録・目録業務の今後

を論じた雑誌論文や会議発表はこのところ随分目につ

く。ブログやメーリングリストでの議論も活発である。

背景には重い危機認識があってのことではあるが，目

録がこれだけ盛んに論じられるのはあまり例のないこ

とではないだろうか。今後の帰趨に注目するとともに，

振り返って（見方によっては）さらに深刻な状況にあ

るともいえるわが国の図書館目録を考えていく必要が

あるだろう。 

（帝塚山学院大学：渡
わた

邊
なべ

隆
たか

弘
ひろ

） 
 
(1) The University of California Libraries, Bibliographic 

Services Task Force. Rethinking how we provide 
bibliographic services for the University of California. 
Final report. The University of Carlifornia, 2005. 
( o n l i n e ) ,  a v a i l a b l e  f r o m  < h t t p : / / l i b r a r i e s . 
universityofcalifornia.edu/sopag/BSTF/Final.pdf>, 
(accessed 2006-10-09). 

(2) Byrd, J. et al. A white paper on the Future of 

Cataloging at Indiana University. Indiana University, 
2006. (online), available from <http://www.iub.edu/ 
~libtserv/pub/Future_of_Cataloging_White_Paper.pdf>, 
(accessed 2006-10-09). 

(3) Calhoun, K. The changing nature of the catalog and its 
integration with other discovery tools. Final report. 
Library of Congress, 2006. (online), available from 
<http://www.loc.gov/catdir/calhoun-report-final.pdf>, 
(accessed 2006-10-09). 

(4) Marcum, D.B. The Future of cataloging. Library 
Resources & Technical Services. 50(1), 2006, 5-9. 
講演は 2005 年 1 月 16 日，EBSCO Leadership Seminar 
(Boston) でのものであり，ウェブ上にも記録がある（上記

と全く同一ではない）。 
<http://www.loc.gov/library/reports/CatalogingSpeech.p
df>, (accessed 2006-10-09). 

(5) 従来型のヒットレコード一覧とともに，検索結果集合を

「主題」「地理」「時代」「著者」といった側面（ファセット）

ごとに整理して類似文献の集合（クラスタ）を表示するイ

ンターフェースが，ノースカロライナ州立大（E566 参照）

などいくつかの機関の OPAC に導入されている。また，書

誌情報に限らず様々なメタデータに汎用的に利用できるオ

ープンソースシステム“Flamenco Search”も開発されて

いる（E507 参照）。 
(6) OCLC. FAST: Faceted Application of Subject 

Terminology.  (onl ine),  available  from <http: / / 
www.oclc.org/research/projects/fast/>, (accessed 2006- 
10-09). 

(7) Mann, T. The Changing nature of the catalog and its 
integration with other discovery tools, final report. 
March 17, 2006. prepared for the Library of Congress 
by Karen Calhoun. : A critical review. AFSCME 2910, 
2006. (online), available from <http://guild2910.org/ 
AFSCMECalhounReviewREV.pdf> (accessed 2006-10- 
09). 

(8) The End of LCSH?: provocative report stirs up 
cataloging discussion; LC’s Marcum says she sees no 
abrupt changes. Library Journal Academic newswire. 
Apr. 20, 2006, 2006. (online) available from <http:// 
www.libraryjournal.com/clear/CA6326622.html>, 
(accessed 2006-10-09). 

(9)Harrigan, K. R. et. al. “衰退産業における終盤戦略”.
競争戦略論. 1. Porter, M. E. （竹内弘高訳）. 東京, ダ
イヤモンド社, 1999, 270p. 177-207. 

(10) Levitt, T. EXPLOIT the product life cycle. Harvard 
Business Review. 43(6), 1965. 81-94. 

(11) Library of Congress. Cataloging Policy and Support 
Office. “Series at the Library of Congress: June 1, 
2006”. (online), available from <http://www.loc.gov/ 
catdir/cpso/series.html >, (accessed 2006-10-09). 

(12)マンは LC のテクニカルサービス方針全般を論じた文書

も発表し，カルホーン報告書を関係文書の一つと位置づけ

ている。 
Mann, T. What is going on at the Library of Congress?. 
2006. (online), available from <http://guild2910.org/ 
AFSCMEWhatIsGoingOn.pdf> (accessed 2006-10-09). 

 
Ref: 永田治樹. “整理技術と書誌情報”. 図書館年鑑 2006,

東京, 日本図書館協会, 2006, 116-118 
愛知淑徳大学図書館. “こんな風にして大きな変化は起こる

のか：LC のキャルホーン・レポートとシリーズ典拠の中止”.
司書の目と耳. (オンライン), 入手先 < http://www2.aasa.
ac.jp/org/lib/j/issues_j/metomimi/metomimi.html#200607
14 >, (accessed 2006-10-30). 

 
 

16



カレントアウェアネス  NO.290（2006.12） 

 
CA1618 

米国の図書館界と SNS 検閲 
 
1. はじめに 

 図書館資料そのものに対する検閲よりも，インター

ネット上での未成年者のアクセスを制限しようとする

動きが拡大している。未成年利用者を対象としたイン

ターネット上での検閲やフィルターソフト等による制

限を法制化しようとする動きが，1996 年の CPPA
（Child Pornography Prevention Act, Pub.L.
No.104-208）以降，COPA（Child Online Protection
Act, Pub.L.No.105-277）, CIPA（Children’s Internet
Protection Act, Pub.L.No.106-554）(1)など，活発化し

ている（CA1473，CA1572 参照）。合衆国憲法で保障

されている「個人の知る自由」を制限しようとする動

きは，こと未成年者を対象とする場合には「子どもに

とって有害である」という理由によって妥当なものと

判断されるようである。2006 年 7 月に下院を通過した

DOPA（Deleting Online PredatorsAct；H.R.5319）(2)

は子どもが学校や図書館からソーシャル・ネットワー

キング・サイト（Social NetworkingSites；SNS）に

アクセスすることを制限する法律案である。2006 年 9
月には上院にも上程の動きがあったが，おそらく中間

選挙をにらみ今議会には上程されなかった。しかし選

挙後の 2007 年１月にも名称を変更し，ほぼ同一内容

の法案が提出される可能性が高いと米国図書館協会

（ALA）ではみており，評議員や会員に地元上院議員

に法案提出をさせないように政治的圧力をかけるよう

によびかけている。 
 DOPA は NCIPA（Neighborhood Children's Internet
Protection Act）に準拠して E-レート（E073 参照）

を利用して，提供している公共図書館や学校に対して，

未成年者が双方向で情報を利用できるサイトへのアク

セスを制限することを求めている。ALA のヤングアダ

ルト図書館サービス協会（YALSA）によると，このな

かにはインスタント・メッセージや Wiki，ブログなど

の利用などのみならず Amazon.com や連邦政府自身

が提供している行政情報等も含まれる。 
 SNS とはインターネットを利用しての電子掲示板

やニュース提供など，時間や場所をとわず，不特定多

数の人々が議論をかわすことを可能とする限定的な公

共の場である。SNS あるいは Online Social Networking
とよばれるこれらのサイト群は，個人あるいは団体が

発信する情報の場で双方向に交流を可能にする。米国

では多くの 10 代の若者たち，あるいはヤングアダル

ト（YA）さらにはミレニアム世代とよばれる若者たち

が SNS を利用している。近年，図書館においては，

これら 12 歳から 20 歳ぐらいまでの年齢層の利用が，

他の年齢層に比べ増加している。不読者層が多いとさ

れるこの世代に対し，図書館は読書の推進に加え，識

字活動や図書館を基盤とした社会参加活動の推進など，

力を入れている。インターネットの普及とともに成長

してきた世代であり，iPod や携帯電話利用と読書時間

が生活時間のなかで，ほぼ同じ割合となっている世代

でもある。 
 ただ，SNS には日本の出会い系サイトと似ている側

面がある。個人情報の掲示による不特定多数との接触

によって犯罪にまきこまれるケースがある。SNS の利

用の中心を 10 代であると考える人々や政治家などは，

SNS を通じて不特定多数の人々と出会う可能性が高

く犯罪にまきこまれる危険性が高いと考えてい

る。YA たちは自分自身のスケジュール管理や Flickr(3)

などを利用した顔写真の掲載などきわめて個人情報が

多い SNS を利用しており，個人の SNS 経由で有害情

報にアクセスする可能性が高いとみられているのであ

る。この DOPA 法案は，10 代にとって有害情報や犯

罪の温床となるとして，未成年者特に YA を保護する

ために SNS の規制を法制化しようとするものである。

CIPA がフィルターソフト利用を求めたのとよく似て

いる。 
2. SNS と図書館 

 米国のヤングアダルトたちが頻繁に利用している

SNS は“MySpace”であり，自分のスケジュール管理

や友人との連絡などもここを基点としている。図書館

側も SNS を利用して，図書館をあまり利用しない

YA をひきつけようとしている。 
 MySpace(4)以外にも Flickr，del.icio.us(5)などのサー

ビスや，ブログ，Podcast，Wiki などの技術を利用し

て図書館情報を提供し，図書館という場をつくりだそ

うとしている。YA たちは図書館という施設にはなか

なかやってこないが，インターネットを通じて図書館

の機能を利用する。そういう形で図書館利用をす

る YA たちを主なターゲットとして，図書館側は

SNS 上に図書館サイトを形成し，文字情報のみならず

動画や音声情報をも提供する。物理的な図書館の建物

はないが，多様な情報を提供しているという。ホーム

ページという形式のため，多様な電子形態での情報提

供が可能であり，図書館側からの一方的な情報提供だ

けではなく，図書館と利用者間，そして利用者と利用

者との間での情報交流の場も提供しているのである。

SNS 上で図書館資料の情報のみならず，こういったコ

ミュニケーションの場を提供している図書館は急速に

増加している(6)。 
 例えば，YA たちに役立つサイトに検索エンジンよ

り早くアクセスできるようなリンク集を準備している

図書館もある。YA たちは有効なサイトを効果的にア

クセスするために図書館を利用する。図書館側は，検

索エンジンを使う前に利用すると便利なリンク集を，

あらかじめ準備しておく(7)。こうすることで YA たち
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は図書館をゲートウェイにして情報を入手するのであ

る。 
 さらに日本とは違い，本を読まない・図書館へこな

い YA 向けに，SNS 上の図書館から電子図書を提供し

ている。図書館サイトにアクセスして，あらかじめ登

録しておいた図書館カードの ID とパスワードを入力

して，ネット上から一定期間ダウンロードする。読む

電子図書もあれば，聴く電子図書（CA1595 参照）も

ある。どちらの機能をも兼ね備えた電子図書もある。

そういった資料をネット上で貸出するのである。貸出

期間が過ぎると自動的に電子図書は消滅する。わざわ

ざ図書館まで返却にこなくてもよい。 
 『電子図書館の神話』でバーゾールが論じているよ

うに（CA1580 参照），公共空間である「場所としての

図書館」について議論するのであれば，その集会室の

利用や展示スペースは，表現の自由を保障する場とな

る。つまり，資料提供を中心とする考え方からすると，

図書館建築という「場所としての図書館」での貸出や

閲覧活動，あるいはやや古いイメージとしての電子図

書館での情報提供における知的自由の保障という議論

になるだろう。だが，図書館は人々の思想のひろばで

あり交流の場であると考えるのであれば，SNS 上での

図書館も図書館なのである。SNS 上の図書館は資料提

供の場所であり，展示スペースであり，集会室である。

したがって，図書館がインターネット上で場所を提供

するのであれば，図書館としての知的自由が保障され

なければならない。だが，DOPA 法案はその図書館の

知的自由を侵害する法律となり得る。 
3. DOPA と ALA 

 そのため DOPA 法案に対し図書館側は警戒感を強

めている。知的自由の擁護者を自認する ALA では，

DOPA 法案に関して反対声明をだしている。2006 年

7 月 27 日付けで上院議員たちにあてて手紙をだし，次

の５つの理由から反対を表明している(8)。 
(1) DOPA 法案の文言が過度に広範で，かつ不明確で

ある。したがって図書館サイトを含む多くの有益な

情報サイトをもブロックしてしまうことになる。 
(2) DOPA 法案は，双方向で活用できるインターネッ

トソフトの有益な面を無視している。多様な協力体

制をつくりあげ，若者たちの社会参加の場を限定し

てしまうことになる。 
(3) ネットへのアクセスを阻害するのではなく，教育

でインターネットを安全に活用することを学ばせる

べきである。学校や図書館で教師や司書は子どもた

ちに情報リテラシー技術を学んでもらう環境を整備

している。 
(4) 連邦レベルではなく，地域レベルで問題解決をは

かるべきである。それは E レートを受容するために

CIPA ですでにきめられており，さらに重なる内容

となる。 

(5) 公共アクセスをもっとも求めている地域で制限を

かけることになる。E レートによりユニバーサルサ

ービス・プログラムを受けている学校や図書館に制

限を強いることにあり，つまり家庭でインターネッ

トにアクセスできない個人に制限をすることになる。 
 ALA はインターネット「有害」情報から未成年者を

「保護」する目的で法律を制定することに，一貫して

反対姿勢をとっている。技術的に完全に「有害情報」

をブロックできるわけではないことを熟知していると

ともに，「有害」という定義があいまいな状況下では，

むしろ，個人の知る自由の権利を侵害する情報統制に

なる危険性のほうが大きいからである。 

（獨協大学経済学部経営学科：井
いの

上
うえ

靖
やす

代
よ

） 
 
(1) ALA Office for Intellectual Freedom. “CPPA,

COPA, CIPA: Which Is Which?”. (online), available
from <http://www.ala.org/ala/oif/ifissues/issuesre
latedlinks/cppacopacipa.htm#CPPA>, (accessed
2006-11-1). 

( 2 )  ALA Washington Office. DOPA. (online), available
 from <http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/
techinttele/dopa/DOPA.htm>, (accessed 2006-11-1). 
Young Adult Library Services Association. DOPA.
(online), available from <http://teentechweek.wikispac
es.com/DOPA>, (accessed 2006-11-8). 
YALSA Podcast by Yalsa.  (onl ine),  available
from <http:/ /www.pod-serve.com/poscasts/show/
yalsa-podcasts>, (accessed 2006-11-8). 
YALSA. DOPA Information Packet: A Resource
for  Librar ians  & Library  Workers .  ( on l ine ) ,
available from <http://www.ala.org/yalsa>, (accessed
2006-11-8). 
YALSA. Teens & Social Networking in School & Public
Libraries: A Toolkit for Librarians &Library Workers.
(online), available from <http://www.ala.org/ala/yalsa/
profdev/SocialNetworkingToolkit.pdf>, (accessed 2006-
11-8). 

(3) Flickr. (online), available from <http://www.flicker.c
om>, (accessed 2006-11-8). 

(4) MySpace. (online), available from <http://www.mysp
ace.com>, (accessed 2006-11-8). 

(5) del.icio.us. (online), available from <http://www.del.i
cio.us>, (accessed 2006-11-8). 

(6) YALSA--SNS 上で提供している図書館リストは以下の

サイトでアクセスできる。 
YALSA.  Onl ine  Soc ia l  Networking.  (onl ine) ,
available from <http://teentechweek.wikispaces.
com/Online+Social+Networking>, (accessed 2006-
11-8). 
Libraries on MySpace. (online), available from
<http:/ /groups.myspace.com/myspacelibraries>,
(accessed 2006-11-8). 

(7) YALSA., op. cit. (2) 
上記は安全な SNS 利用方法をヤングアダルトに教えるべ

きだとして，SNS とヤングアダルト向け図書館活動につい

て，ALA/YALSA が刊行している資料である。 
また同様の趣旨で連邦政府でも資料を提供している。 
Federal Trade Commission. Social Networking
Sites: Safety Tips for Tweens and Teens. (online),
available from <http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consu
mer/tech/tec14.htm>, (accessed 2006-11-8). 

(8) ALA がだした反対声明は以下のサイトで入手できる。 
American Library Association. Re: Opposition to
H.R.5319, the Deleting Online Predators Act
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(DOPA). （電子メール） , To: United States Senate,
<http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/techin
ttele/dopa/SenateLetter.pdf>, (accessed 2006-11-29). 

 

CA1619 

米国の公共図書館における成人リテラシー

支援プログラムの現状と課題 
 
1. はじめに 

 近年，情報通信技術の進展によって，公共図書館に

おいても，地域住民の情報リテラシー習得支援が図書

館サービスの重要な柱となると言われている(1)。米国

の公共図書館では，その情報リテラシーの基礎となる

英語の読み・書き・算の能力であるリテラシー

（literacy）の習得支援が重要なサービスとされ，実践

されてきた(2)(3)。今日，リテラシーという場合，それ

は単に文字の読み書きができるという技術的な能力で

はなく，成人が実生活を営むのに最低限必要な読み書

き能力，つまり機能的リテラシーという考え方に依拠

している。すなわち，公共図書館による成人の英語の

リテラシー習得支援は，人々が地域社会で生活を円滑

に営むことの支援に直結している。以下，公共図書館

における成人の英語のリテラシー習得支援サービスの

現状及び問題点について見ていくことにする。 
2. 米国における移民と図書館サービス 

 多民族国家である米国は，多様な人種・民族で構成

されており，公共図書館においても多様な言語・文化

に対応したサービス（多言語に対応したコレクション

構築等）が必要とされる。アフリカ系，ヒスパニック

系，アジア系移民は，総じて英語のリテラシーが低い，

あるいは全く英語の読み書きができない状態にある。

そのため，公共図書館の成人向けリテラシー支援は，

移民等のマイノリティと呼ばれる集団に対する英語の

リテラシー習得支援が中心となる(4)。 
英語のリテラシーの欠如が重大な問題とされてい

るのは，単に読み書きができないだけにとどまらず，

就職の際の障害となったり，地域コミュニティからの

疎外等を生み出しているからである。例えば，フィッ

シャー（Karen E. Fisher）等によるニューヨーク市

クイーンズ区公共図書館における移民向けリテラシー

支援プログラムのアウトカム（outcome）調査では，

プログラム参加者のアウトカムとして，彼等の（友人

や近所の人々との交流等による）社会的ネットワーク

の拡大が挙げられている(5)(6)。すなわち，移民の人々

は，ESL（English as a Second Language）クラス

等に参加し，リテラシー技能を高める中で，他の参加

者や図書館員との人的交流によって副次的に様々な恩

恵（自尊心の高まり等）を受けていた。逆に言えば，

リテラシーの欠如によって，移民の人々は，移民コミ

ュニティ外の他者との交流をほとんど持たない，地域

コミュニティから孤立した状態に陥ってしまう。それ

ゆえ，公共図書館による成人のリテラシー支援は，移

民等の人々が日常生活を送る上で非常に重要なサービ

スとして位置づけられる。 
3. 米国の公共図書館における成人リテラシー支援の現状 

 1996 年に，ウォレス財団（Wallace Foundation：
WF）は，図書館主体の成人向けリテラシー支援プロ

グラムを支援するために LILAA（Literacy in Libraries
Across America）イニシアチブを開始し，公共図書館

が提供している成人向けリテラシー支援プログラムに

対してより効果的な戦略の立案及び実施のための援助

を行なっている(7)。また，これらリテラシー・プログ

ラムの成果検証のため，WF と米国教育省の教育研

究・改善局（Office of Educational Research and
Improvement）から資金を受け，2000 年から 2003
年の 4 年間に渡り，MDRC（Manpower Demonstration
Research Corporation）とハーバード大学の全

米成人学習・リテラシー研究センター（National
Center for the Study of Adult Learning and Literacy）
は，オークランド公共図書館やニューヨーク公共図書

館等 5 図書館における 9 つの成人向けリテラシー支援

プログラムに関する戦略の立案・実施及びその効果等

を調査している。以下，2005 年の最終調査報告から，

先進的とされる公共図書館における成人向けリテラシ

ー支援プログラムの現状を見ていく(8)。 
 LILAA プログラムの生徒達は，多様な集団から構成

されていた。例えば，生徒の 60%は女性であったが，

黒人，ヒスパニック系，アジア系等と人種構成そして

その年齢構成も多様であった。その一方で，自分自身

の低いリテラシー技能を向上させたいという希望は共

通していた。全体的に，生徒達のリテラシーのレベル

は低かった。 
 生徒達がプログラムに参加した期間は，リテラシ

ー・レベルを向上させるのに必要な時間に達していな

かった。例えば，プログラムの 3 分の 2 の生徒が，6
か月以内にプログラムから脱落していた。また，生徒

達はリテラシーに関わる活動に平均 58 時間を費やし

ていたが，リテラシーのグレードレベルを 1 つ向上さ

せるには 100時間から 150時間必要であることから学

習時間が十分でないことがわかる。LILAA イニシアチ

ブが開始されてからも，生徒の授業への参加期間は依

然として低い水準で，生徒の参加パターンに実質的な

変化はなかった。また，LILAA プログラムは，生徒の

プログラムへの参加期間の短さなどの類似した問題に

直面してはいるが，プログラムにおける問題の深刻さ

はそれぞれの地域事情を反映しており，多様であった。 
 プログラム参加者の成績に関しては，標準テストの

評価において，若干の改善が見られた。 
 生徒が学習を継続していく上での課題に関しては，

生徒達は，リテラシー学習を妨げる多様な障害に直面
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していることが明らかになった。例えば，多くの生徒

達は，健康上の問題，あるいは薬物乱用の経歴があっ

た。また，生徒の中には移住して間もない状況の者も

いた。生徒の学習を継続させるには，当然これら個人

的・環境的障害に対処していく必要がある。学習の継

続を推進していくためには，託児所の設置や交通手段

の支援など社会サービス（social services）の充実と，

教授法や設備の改善などプログラム自体の改善という

2 つの方法がある。プログラムの多くは，社会サービ

スを展開していくのに乗り気ではなく，プログラムの

改善に力を注いでいた。これは，社会サービスに余分

なコストがかかるだけでなく，リテラシー習得支援と

いう本来の図書館の役割と相反するとする図書館員の

考えや利用者のプライバシーに立ち入らないという米

国図書館界の見解等にも起因している。 
 また，生徒達のプログラムの参加や脱落の形態には

多様なパターンがあることがわかった。例えば，個人

的・環境的障害は特にないが明確な目標を持てないた

めに学習に集中できない生徒，あるいはその逆のパタ

ーン等があった。総じて，生徒の学習を継続させるに

は，公共図書館は，プログラムの改善に加え，現実的

な社会的支援や地域の他の社会サービスに関する情報

の提供等を行っていく必要があるだろうとしている。 
4. 成人リテラシー支援に伴う問題 

 公共図書館が成人のリテラシー支援を行っていく上

で，留意すべき問題がある。成人向けリテラシー支援

は，人々の社会参加を促進する一方で，多様な言語・

文化の抑圧を招く危険性も伴っている。すなわち，英

語の学習を自明視することは，先住民や移民等のマイ

ノリティの言語・文化を抑圧しかねない。 
 現在，連邦議会で審議が進められている「包括的移

民改革法案（Comprehensive Immigration Reform
Act of 2006；S2612）」において，「英語公用語化条項

（National English Amendment）」が盛り込まれ

ている。英語の公用語化は，先住民や移民等の言語・文

化の存在を無視することにつながる危険性がある(9)。

すでに，この条項に対しては，ALA によって反対声明

が発表されている(10)。公共図書館は，マイノリティ住

民の母語資料の収集などの多文化サービスの実践を踏

まえ，多様な言語・文化を有する人々に対して，多文

化共生の観点から成人に対するリテラシー支援を行っ

ていく必要があるだろう。 

（梅花女子大学：瀬
せ

戸
と

口
ぐち

誠
まこと

） 
 
(1) 文部省地域電子図書館構想協力者会議編. 2005 年の図書

館像：地域電子図書館の実現に向けて（報告）. 文部省地

域電子図書館構想検討協力者会議, 2000, 37p., （オンライ

ン）, 入手先 <http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/cho
usa/shougai/005/toushin/001260.html>, (参照 2006-11-
1). 

(2) 川崎良孝. 特集：生涯学習と図書館界, アメリカ公立図書

館と識字プログラム：歴史的概観. 図書館界. 42(3), 1990,
 176-190. 

(3) 鈴木太郎. 特集：識字・情報と図書館サービス, アメリカ

合衆国の識字率と図書館の役割. 現代の図書館. 28(1), 19
90, 33-39. 

(4) 人種・民族以外で見る場合，成人向けリテラシー支援の

主たる対象者としては，学習障害を持つ人や高校をドロッ

プアウトした人等が挙げられる。 
(5) Fisher, Karen E. et al. Information Grounds and 

the Use of Need-based Services by Immigrants in 
Queens, New York: A Context-Based, Outcome 
Evaluation Approach. Journal of the American 
Society for Information Science and Technology. 
55(8), 754-766. 

(6)クイーンズ区公共図書館のサービスについては次の文献

を参照。 
杉江典子. 特集：公共図書館のレファレンスサービス：図

書館員と研究者の共同研究から, ニューヨーク市クイーン

ズ区公共図書館における図書館サービス：情報サービスを

中心に. 現代の図書館. 44(1), 2006, 11-25. 
(7) Porter, Kristin E. et al. One Day I Will Make It: 

A Study of Adult Student Persistence in Library 
Literacy Programs. MDRC, 2005. (online), available 
from <http://www.mdrc.org/publications/401/full.pdf>, 
(accessed 2006-11-01). 

(8) Ibid. 
(9) 菊池久一. <識字>の構造：思考を抑圧する文字文化. 東
京, 勁草書房, 1995, 291p. 

(10) American Library Association. "ALA opposes 
“National English Amendment” to Immigration Reform 
B i l l " .  A L A - n e w s .  ( o n l i n e ) ,  a v a i l a b l e  f r o m 
<http://www.ala.org/ala/pressreleases2006/may2006/ 
englishonlyamendment.htm>, (accessed 2006-11-01). 
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CA1620 
 動向レビュー  

英国 JISC による教育・学習支援 
 
1. JISC と教育・学習支援 

英国情報システム合同委員会（Joint Information
Systems Committee：JISC）は，大学などの高等教

育機関における学術情報基盤として，1993 年に立ち上

げられた非営利組織である（CA1501 参照）。日本にお

いても，文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会

研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会による報告書

『学術情報基盤の今後の在り方について』(1)に学術情

報基盤とその整備の重要性について述べられているが，

JISC のスタンスと似て非なるものである。大学図書

館の基本的な役割として若干，教育研究支援について

触れられてはいるものの，「学術情報基盤（学術研究全

般を支えるコンピュータ，ネットワーク，学術図書資

料等）は，研究者間における研究資源及び研究成果の

共有と次世代への継承，社会に対する研究成果の発

信・啓発，研究活動の効率的な展開等に資するもので

あり，学術研究全体の発展を支える上で極めて重要な

役割を負うものである。」(2)とされるように，ここでい

う学術情報基盤は第一義的に「研究」に資するもので

あるとされている。 
 これとは対照的に，JISC は情報通信技術を活用し

て教育・学習及び研究に資することをそのミッション

としているが，1999 年以降は更に，その対象を「継続

教育（further education）」にまで拡大している。英

国における継続教育とは，義務教育以降の教育を意味

し，1)大学進学準備のための教育，2)就職準備のため

の教育，3)職業教育・訓練などを含む。よって現在

JISC は，義務教育を除くあらゆる「教育，学習及び

研究」を支援する「知識情報基盤」としての役割を果

たしているといえるだろう(3)。 
2. プログラム・プロジェクト方式 

 JISC のビジョンは，世界水準の情報通信技術を使

って支援することによって，学生を含むさまざまな学

習者，教職員，研究者などの高等・継続教育に関わる

あらゆる利用者がどこからでも信頼性の高い情報通信

環境にアクセスできるようにすることにある。JISC
はこのビジョンを実現するために，情報通信技術の活

用に対して，「革新的アプローチ」と「経常的アプロー

チ」というふたつのアプローチを適用している。 
 「革新的アプローチ」による情報通信技術の活用は，

プログラム・プロジェクト方式を通じて実行される。

これは，「複数のプロジェクト」に「プログラム」と

いう枠組みを与えることによって，プロジェクト単位

では達成できない高次の目標を達成しようとする方式

である。ここでいう「プロジェクト」とは，ある目標

を達成するために，資源を投じて独自のサービス等を

創造するための時限的取り組みをいう。プロジェクト

はそれぞれの目標を持つと共に，属するプログラムの

目標を上位目標として共有する。 
 JISC では現在，20 のプログラムが進行中である。

例えば，2003 年 2 月 1 日から 2008 年 2 月 29 日まで

継続予定の「学習のためのデジタル図書館プログラム

（digital libraries in the classroom programme）」(4)

は，米国立科学財団（National Science Foundation：
NSF）との協同プログラムであり，英国からはサ

ウサンプトン大学（University of Southampton）
やロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（London
School of Economics）など，米国からはミシガン州

立大学（Michigan State University），スタンフォー

ド大学（Stanford University）などが参加している。

JISC は，1) ネットワーク，2) アクセス管理，3) 情
報環境，4) デジタル資源（e-Resources），5) e ラー

ニング，6) 研究プロセスのデジタル化（e-Research），
7) デジタル時代に即応した組織管理（e-Administration），
8) 知識移転（Third Stream），という 8 つの戦略的テ

ーマの下に運営されているが，このプログラムはこの

うち「e ラーニング」に属している。現在，「人類学に

関する教授のためのデジタル資源（Digital Anthropological
Resources for Teaching：DART）」プロジェクトや

「地理学における教育・学習への革新的アプローチ支

援のためのデジタル図書館（DialogPlus）」プロジェ

クト，「地理学の教授・学習のための革新的アプローチ

（Innovative Approachesto Teaching and Learning
in Geography）」プロジェクトなど，5 つのプロジェ

クトがこのプログラムに内包されており，「新たな技

術を使ってデジタル資源を整備することによって，教

育・学習プロセスを改善すること」という高次の目標

を共有している。 
 JISC のプロジェクトは全て，競争原理によって選

抜される。助成を求める機関やグループは，公募され

たプログラムの内容に従って応募し，選抜されて初め

て助成を受けることができる。選抜基準は，目標の明

確性及び簡潔性，教育・研究コミュニティに与える貢

献度，JISC の戦略との関連性，公募基準との合致性，

当該機関の目的の調和性，助成打ち切り後の持続可能

性などである(5)。 
 「革新的」な情報通信技術の活用は，個々の機関で

投資するにはリスクの大きいものであるが，JISC と

いう全国的組織が助成を行うことによって，最新技術

の評価・導入やその可能性に関する調査をいち早く実

施し，関係コミュニティ全体に資する「優良事例（good
practice）」を積み重ねることを可能にしている。 
3. JISC による教育・学習支援サービス 

 各プログラムやプロジェクトに対しては評価が行わ

れ，助成期間終了後の対応が決められる。失敗である
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と結論付けられ打ち切られるもの，継続的実施が必要

であるとして助成が継続されるもの，自立したサービ

スとし継続するもののなどのほか，JISC が助成する

サービスとしてその一部あるいは全部が引き継がれる

ものなどがある。 
 JISC が助成するサービスは，前述の「経常的アプ

ローチ」にあたる。JISC の目的からしてどのサービ

スも，直接的あるいは間接的に，教育・学習を支援し

ているといえるが，例えば学生・学習者は，JANET
ネットワークを介して MIMAS や EDINA，ESDS な

どのナショナル・データ・センターにアクセスして必

要なデータベースやコースウェアを利用する。また，

JISC Collections を通じた商用データベースなどの

代行交渉によるコスト削減によって，学生・学習者に

より多くのリソースを提供することを可能にしている。

これらは利用時に認証を必要とするが，Athens のア

クセス管理システムを利用することによって，シング

ル・サインオンを実現するだけでなく，キャンパス外

からのアクセスを可能にして e-Learning に寄与して

いる。尚，シングル・サインオンとは，一度の認証で，

許可されている複数のサービスを利用できるシステム

をいう。 
 また，教育・学習資源ポータルである Jorum は大変

興味深い。これは，教員やティーチング・スタッフの

ための教材ポータルであり，テキスト，スプレッドシ

ート，プレゼンテーション用資料，画像，動画，プロ

グラムなど，さまざまなコンテンツが格納されている。

Jorum の特徴は，提供されているコンテンツの再利用

を許すだけでなく，その改編を許していることにある。

同サービスに加盟している機関の構成員であれば，

Jorum で提供されているコンテンツを目的に適うよ

うにアレンジして，授業や学生・学習者の学習に役立

てることができる。Jorum のキーワードは，再利用

（re-use）と再目的化（re-purpose）である。再目的化

とはこの場合，既にある教育・学習資源を，

当初の目的以外にも柔軟に活用することをいう。Jorum
には，提供されているデジタル資源を利用するという

関わり方と，作成した教育・学習資源を提供すること

によってデジタル資源の充実に寄与する関わり方があ

る。前者は「Jorum 利用者（Jorum User）」，後者は

「Jorum 寄与者（Jorum Contributor）」と呼ばれ，コ

ンテンツの効率的な共有を可能にしている。Jorum を

利用することによって，教員やティーチング・スタッ

フはより少ないコストでより充実した教材を作ること

が可能になり，結果として教育の質の向上につながっ

ている。 
4. さいごに 

 情報通信技術の発達やそれに関わる仕組みの変化は

目覚しく，今のところ衰えることを知らない。最新技

術ばかり追っていると現存のシステムがおろそかにな

り，現存のシステムを維持しているだけでは瞬く間に

陳腐化する恐れがある。「サービス」として現存のシ

ステムを維持し，「プログラム・プロジェクト方式」で

革新的な開発を行う JISC のスキームは，理想的なバ

ランスであるということができる。 
 このようなスキームのもと JISC では，研究だけで

なく，教育・学習を支援する成長型の知識情報基盤が

進行中である。日本においても，教育・学習において

全国的視野を持った戦略的な学術情報基盤の整備が望

まれる。 

（奈良女子大学附属図書館：呑
ど ん

海
か い

沙
さ

織
お り

） 
 
(1) 文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基

盤部会学術情報基盤作業部会. 『学術情報基盤の今後の在

り方について（報告）. 東京, 文部科学省, 2006.3, (オンラ

イン), available from <http://www.mext.go.jp/b_menu//
shingi/gi jyutu/gi jyutu4/toushin/06041015.htm>, 
(accessed 2006-11-14). 

(2) 前掲 (1). 
(3) 呑海沙織. 学術情報基盤から知識情報基盤へ：JISC（Joint 

Information Systems Committee）の変遷. 図書館界. 
58(3)，2006.9，176-185. 

(4) Joint Information Systems Committee. digital 
libraries in the classroom programme. (online), available 
from <http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/pro
gramme_dlitc.aspx>, (accessed 2006-11-14). 

(5) Joint Information Systems Committee. guide to 
bidding. (online), available from < http://www.jisc.ac.
uk/fundingopportunities/bidguide.aspx >, (accessed
2006-11-14). 

 
Ref. Joint Information Systems Committee. (online), 

available from <http://www.jisc.ac.uk/,>, (accessed
2006-10-18) 

 

 
 
 図 JISC におけるサービスとプログラム

  及びプロジェクトの関係 
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CA1621 
 研究文献レビュー  

公共図書館職員の養成教育と継続教育 
 
1. はじめに 

 図書館職員に対する養成教育あるいは継続教育

（continuing education）に対する意識が高まっている。

養成教育については LIPER（情報専門職の養成に向け

た図書館情報学教育体制の再構築に関する総合

的研究：Library and Information Profession and
Education Renewal）という形で大規模な研究調査が

行われ，継続教育では社会人向けの大学院とともに研

修制度の充実が図られている。これらの最近の動向

（研究とは限らない。また 5 年程度であるが話題によ

ってはそれ以前も含める）について紹介するのが本論

文の目的である。なお，本来この話題は図書館職員の

専門性，専門職制といったテーマと密接に関連するが，

あくまで公共図書館職員の養成と継続教育に限定して

いる。 
 LIPER による最終報告(1)は 2006 年 3 月に刊行され

ている。LIPER の成果を受けた論文集 (2)も 2006 年

10 月に刊行された。これらの資料の中から公共図書館

職員養成関連の議論を見た後に，現在の司書養成，そ

して職員への継続教育の諸問題を概観していきたいと

思う。 
 基本的には，司書は図書館法第 4 条に規定されたも

のを明確に指す場合にのみ使用している。なお，文中

に登場するいくつかの動向に筆者は関与しているが，

論文中の意見は個人的なものであることを明記してお

く。 
2. LIPER とその最終報告の概要 

 LIPER は，2003 年度から 2005 年度の 3 年間にわ

たるプロジェクトであったが，テーマのもとに研究班

が組織され，活動していた。基本的には教育に関する

館種別のニーズの把握（公共図書館・大学図書館・学

校図書館の各班担当）と教育制度の検討（図書館情報

学教育班担当）とに分かれていた。公共図書館職員養

成については，図書館情報学教育班と公共図書館班の

成果や報告を中心に見ていくと，以下のように整理で

きる。 
a) 現在の公共図書館職員養成教育のニーズと問題点 

・司書の資格取得者と就職機会のアンバランス（司

書の資格取得者が年間 12,000 人以上に対して，

就職機会が 30 名程度というアンバランスが存

在。）(3)-(5)  
・教育サイドから見た問題点（専任・非常勤教員に

対して質問紙調査（回答者数 397 名））(6)(7) 
・現場サイドから見た知識・技能に関する調査（常

勤および常勤相当非常勤職員に質問紙（回答数

1,266 名））(8)(9) 
・現場サイドのニーズに関する既往質問紙調査

（1989 年調査）(10)との比較(11) 
b) 公共図書館職員養成のカリキュラムの提言(12) 

・大学院修士課程レベルを想定した情報専門職養成

のための図書館情報学カリキュラムの提案 
・コア領域と情報専門職領域（主に館種）と個別情

報領域（障害者サービス，法律情報，医学医療情

報）それぞれから選択・修得して情報専門職資格

を取得 
・コア領域は，図書館情報学基礎，情報利用者，情

報資源組織化，情報メディア，情報サービス，情

報システム，経営管理，デジタル情報といった領

域（1 領域には複数の科目が存在）群から構成 
・公共図書館を対象とした情報専門領域では，地域

社会論，公共図書館メディア論，地域情報サービ

ス論，児童サービス論，公共図書館経営論といっ

た科目 
・司書課程ではコア領域を中心に学ぶ 

c) 「図書館情報学検定試験（仮称）」実施の提言(13) 
・司書養成の多様な教育体制を認めた上で「司書と

なる資格」に求められる専門的知識の習熟程度を

判定 
・司書資格を取得中あるいは取得した者を対象とし

て，前項のコア領域を中心に出題 
・日本図書館情報学会では 2006 年度に特別委員会

を組織して検定試験の実施について検討(14) 
3. 司書養成教育を取り巻く諸問題 

3.1. カリキュラムに関する基本的問題 

 養成教育のあり方については，実務面を重視するか，

理論的側面を重視するかの大きな立場の違いがある。

大学教育による養成教育そのものを否定している意見(15)

もあるが，そのような考えがかえって自らの専門性の

根拠を崩しているという批判(16)もある。確かに専門職

養成である以上実務面を無視することはありえない。

しかし，現在の教育体制の中で実務面を徹底するのも

現実的ではない。たとえば，図書館実習が実務的な教

育では極めて重要になるにも関わらず，現実には受け

入れ先の数の問題ばかりで困難(17)であるだけではな

く，送り出し側の体制をはじめとする多くの問題(18)

を抱えているのも事実である。意見の対立はあるが，

カリキュラムの方向性としては，LIPER 最終報告のよ

うに大学教育による養成，特に理論的側面を重視する

考えが強いといえる。また，以上のような立場の違い

に加え，小田は，養成教育について教育制度，教育課

程，教育方法や教育実態などについて前提となる共通

理解が確立していないことを指摘している(19)。 
 現在の司書課程のカリキュラムは 1997 年度から切

り替えられたわけであるが，1994 年に日本図書館協会

（JLA）図書館学教育部会では，24 単位（生涯学習概
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説を除く）案を提案している(20)。この案は実務の基礎

となる理論・理念の教授に力点があったと朝比奈は指

摘している(21)。また改定作業当時，多くの養成担当者

が基礎的知識と技術の修得を目標として文部省（当時）

と対峙した経緯から養成と研修の両者が密接不可分な

関係を有しているという認識に至ったという指摘(22)

もある。現行カリキュラムについては，技術的専門性

を軽視してかえって司書の専門性を損なったという意

見(23)，現場の即戦力性を強調するあまり新しい環境に

対処する能力の欠如を恐れる指摘(24)もある。また，司

書講習や短期大学での司書課程開講での資格取得につ

いても構造的な問題に関する議論(25)(26)，あるいは開

講そのものに関する意見もある。 
 現在の司書養成については問題があることについて

は意見が一致しているが，具体的な改善案が定まって

いないのが実状である。LIPER の提案は一つの意見で

あるが，過去に類似の提案や議論があったのも事実で

ある。たとえば，阪田(27)が整理した 1990 年代以降で

の司書養成の改善案では，大学院による養成，グレー

ド制，司書課程開設の認可制，実力判定の検定試験が

挙げられている。 
3.2. 法的位置づけ 

 司書課程による養成は，現状では本来の図書館法第

5 条 1 項 2 号における「大学において図書館に関する

科目」によるものではなく，図書館法第 5 条 1 項 1 号

すなわち司書講習のための省令科目が準用される形で

内容が規定されている。この現状に対して宮部は大学

における司書養成のための科目群を明示しない限り，

抜本的な改革はありえないと主張している(28)。また

根本は LIPER 以前からこの点を問題視している(29)(30)。 
3.3. 単位数に関する議論 

 現行省令科目の単位数については，かつての 19 単

位から生涯学習概論含めての 20 単位ということで実

質的変化がないこと，あるいはその枠内に無理やり内

容を収めたことに対する批判(31)がある。これを受けて，

24 単位案を再評価/再点検して今後にいかすべきとい

う意見(32)もあるが，全国図書館大会で 20 単位である

程度十分と考えることに対する議論(33)も行われたこ

ともある。また図書館法上では下限の 15 単位が明記

されている趣旨について言及し，過大な単位数設定に

ついて疑問視している意見(34)もある。 
 以上のように省令科目の議論では単位数が登場する

が，授業性格に応じた開講形態によって同じ時間数で

も単位数は異なる。大学設置基準第 21 条 2 項では

「1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容

をもつて構成すること」とした上で，講義・演習は

15～30 時間の大学での授業，実験・実習・実技は 30
～45 時間の大学での授業で 1 単位としている。つまり，

大学の単位修得は課外学習が前提となっているし，同

じ単位数でも開講形態によって講義時間は大きく異な

る。したがって単位数の議論をするときには時間数を

強く意識すべきという指摘(35)もある。 
3.4. 大学教育での問題点と FD 

 研究者サイドで大学での養成教育が重視されている

といっても現状に多々問題があるのも事実である。こ

の問題点を改善しない限り制度的な側面をいくら改め

ても抜本的な改善は難しいといえる。根本は大学と職

業に関わる制度構造に養成教育の欠陥を求めている(36)。

この点に関連して学部での図書館情報学専門教育につ

いて，日本の人文社会科学の学部教育においては 1990
年代まで職業人養成が入り込む余地はなかったという

上田の指摘(37)も参考になる。高等教育の構造について

は，エリート向けからユニバーサルなものへと大きく

変貌していることを LIPER の公共図書館班は強調し

ている(38)(39)。 
 また，教員に関する指摘も多い。カリキュラムの指

導者育成が無視されているところに教育水準の低下の

原因があるという意見(40)もあれば，図書館情報学養

成教育教員の研究生産の低さを問題にする意見もある(41)-(43)。 
 教育者という面については，近年は教員の改善とし

て大学における授業改善の動きに連動して，司書課程

におけるファカルティ・ディヴェロップメント

（FD）も問題になっている(44)。JLA 図書館学教育部会

でも一連の活動(45)が行われた。授業科目に関する調査
(46)-(48)や研究(49)-(55)，テキスト比較(56)-(58)，授業手法・

内容に関する提案(59)-(65)，実践報告(66)-(71)も多い。しか

し，省令科目改定後しばらくの状況に比べると現在は

やや成果が少ない。 
3.5. 国際的な潮流（一部研修についても含む） 

 海外の養成教育はさまざまなところで紹介されてい

るし，国際動向に関するレビュー(72)もある。そもそ

も LIPER という名称も KALIPER（Kellogg-ALISE
Information Professionals and Education Reform
Project）(73)に由来している。LIPER では，アジア諸

国・地域（韓国，シンガポール，台湾，タイ，中国）

の動向について調べている(74)。欧米とアジア諸国の養

成教育の動向としては，大学・大学院教育の専門教育

を標準とする傾向である(75)。なお，養成教育の国際的

なカリキュラムについては，山本が IFLA による「図

書館情報学専門職養成教育プログラムのためのガイド

ライン 2000 年版」を紹介している(76)。また，海外の

研修に関する調査報告(77)(78)も発表されている。 
4. 継続教育を取り巻く諸問題 

4.1. 研修事業 

 研修についての職員の関心は高い(79)。近年官民問わ

ず，高度な研修事業が実施されていることが大きな動

きである。文部科学省は，国立教育政策研究所社会教

育実践研究センター(80)（旧国立社会教育会館社会教育

研修所）と共催で図書館司書専門講座を実施している。

なお，文部科学省では，実務経験 3 年程度の職員を対
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象にした地区別研修，新任の図書館長を対象にした新

任館長研修も実施している。 
 JLA では，2000 年度から実務経験 3 年程度の職員

を対象とした「中堅職員ステップアップ研修」（2004
年度から「中堅職員ステップアップ研修（1）」に名称

変更），2004 年度からは実務経験 7 年程度の職員を対

象とした「中堅職員ステップアップ研修（2）」が開講

されている(81)。そして，紀伊國屋書店，財団法人高度

映像情報センターと職員研修の関係者によって発足し

たデジタル・ライブラリアン研究会(82)によるデジタ

ル・ライブラリアン講習会が 2001 年から実施されて

いる。 
 これらはいずれも高度な研修の実施を目的として，

全国から受講者を集めて実施している（デジタル・ラ

イブラリアン講習会では短期集中コースの地方開催も

行っている）(83)。JLA や文部科学省では，高度である

だけではなく，体系的な研修プログラムとして提供し

ていることも注目される。 
 また，都道府県単位の研修についても図書館支援事

業として力を入れている図書館が存在している (84)(85)。

県立図書館，都道府県図書館協会による研修の実施に

関する数年前の調査(86)では多彩なテーマ設定で，全国

各地で開催されていることがわかる。 
 さて，高度で体系的な研修の成立は，生涯学習審議

会社会教育分科審議会(87)と JLA 研修問題特別委員会(88)

による報告が大きい。JLA の場合は，さらにワーキン

ググループ (89)(90)を組織して実施に至っている。こ

れらの経緯に関する議論や実施状況については三村(91)

や大谷(92)が整理をして紹介している。 
4.2. 研修内容の問題点 

 現職者の研修については，糸賀が，研修成果の評価

がないこと，講義中心の座学であること，事前の予習・

準備がないこと，詰め込み式になっていることの 4 点

を問題点として挙げている(93)。これ以外にも研修参加

に関するさまざまな問題も挙げられている(94)。また地

域格差の問題は，東京を中心に高度な研修が開催され

ているという東京－地方間の問題だけではなく，各都

道府県単位の研修の実施状況にも格差がある(95)。これ

らの問題点からインターネットを活用した研修の導入

も主張されている(96)。 
 研修内容に関するニーズについて(97)(98)は，レファレ

ンスサービスは共通して高いニーズがあるが，他のテ

ーマについては意見が分かれている。回答者の属性等

によっても異なり，職員をセグメント化した調査が

必要である。また，柴田ほかによる研修の状況調査(99)

で指摘されている，二種類の「研修」概念（受講者の

個人のスキルアップを目的とする研修と，職場に還元

することを目的とする研修）とその「ズレ」の存在，

受講者の意識の問題などは重要である。 
 

4.3. リカレント教育 

 リカレント教育に関するニーズは高い(100)。社会人

を強く意識した大学院としては，慶應義塾大学院文学

研究科図書館情報学専攻情報資源管理分野(101)と筑波

大学大学院図書館情報メディア研究科(102)が代表とし

て挙げられる。このような社会人向けの大学院につい

ては，大学院における専門職教育の機運，従来の学術

大学院修士課程での専門職養成の実績，現職者の再教

育の必要性，現職者対象リカレント教育のノウハウ蓄

積が開設の背景とされている(103)。また，筑波大学大

学院では，図書館流通センター図書館経営寄附講座を

もとに図書館経営管理コースが 2006 年度から開設さ

れている(104)。また，図書館員の図書館情報学専攻以

外の大学院への進学も近年増えており，『現代の図書

館』では特集も組まれ公共図書館職員による論文(105)

も掲載されている。ただし，このようなリカレント教

育については，自治体に対して理論武装を身に着けた

いが待遇は変わらないのではないかという意見もある(106)。  
4.4. 認定制度・検定試験・研究活動 

 公共図書館における認定制度としては，JLA でいわ

ゆる上級司書の検討が行われてきた(107)-(110)。この制度

は研修の積み重ねが認定の基盤となっているのが特徴

である。『図書館雑誌』等で特集(111)として取り上げ

られたほかに意見が公表され(112)(113)，全国図書館大会

でも検討が行われた(114)(115)。かつては司書のグレード

制につながる議論をすること自体が難しかった時代が

あった(116)が，現在ではこの種の議論が行えるように

なったことは大きな進展である。しかし，JLA の

事情(117)(118)によって制度化されていないのが実情で

ある。また，長野県図書館協会では研修に修了証を交

付する認定・登録制度を開始した(119)。就労支援とと

もに長野県図書館協会としての業務受託も視野に入れ

ている(120)。 
 現職者のスキルを評価する仕組みとしては検定試験

も議論されている。図書館情報大学生涯学習教育研究

センターでは全ての図書館職員（公共図書館職員も該

当する）に対する専門職制度確立のために検定試験の

議論を報告している(121)。図書館職員に対する検定試

験としては，薬袋による制度の提案(122)もある。これ

以外にも自発的な研究活動への参加について検討した

もの(123)(124)もある。 
5. おわりに 

 文部科学省が設置しているこれからの図書館の在り

方検討協力者会議（協力者会議）では，養成・継続教

育についてかなりの重点を置いている。2006 年 3 月

の報告書『これからの図書館像』では，これからの図

書館経営に必要な視点の一つとして，「図書館職員の

資質向上と教育・研修」を挙げて，図書館職員の資質

向上，図書館職員の研修，リカレント教育，司書の養

成，専門主題情報担当者の教育について提言(125)して
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いる。また，平成 18 年度より再度設置された協力者

会議では養成・研修が中心的な課題になるようである(126)。  
 今後は，協力者会議で指摘されているように「それ

ぞれにふさわしい技術や知識をそれぞれのライフステ

ージにあった提供や教育」(127)が可能になるような制

度を検討していくべきである。「司書形成」が一連の

学習過程の中で長期的に達成されるという塩見の主張(128)

は当然のことであり，司書という職種のキャリアモデ

ルの形成という課題につなげて養成教育(129)や研修(130)

を論じていくことが必要である。これまで見てきたよ

うに，個別の要素についてはかなりの蓄積が存在して

いるわけであり，それらの整合性を取りながら体系と

して構築していくことが求められている。 
 公共図書館職員は，他の図書館職員と異なり，図書

館法に基づいた養成制度が存在するため，キャリア形

成の上でも制度改革でも継続性の問題が大きい。しか

し，海外の動向を見ると現在の体制より高度な養成教

育の確立が必要とされているのも確かである。したが

って高度化は必要であるが，現在の司書課程からどの

ようにより高度な教育へとつなげていくのかが考慮さ

れなければならない。その高度な教育は他の館種の図

書館職員養成課程だけではなく，現実の高等教育とも

親和した形で構築される必要があり，その中では教員

の資質も問われている。 
 継続教育においては，段階に応じた研修，社会人向

け大学院，そして高度な技能を評価する制度といった

現在の様々な取り組みを継続していき，さらに高めて

いく必要がある。研修については e-learning に期待す

る向きも多いが，現場で講師になれる職員を養成する

研修がそもそも不足している。また，複数大学による

連合大学院も視野に入れた社会人向けの大学院の開講

が望まれる。これは教育する側というよりも教育を受

ける側の事情に配慮したものである必要がある。 
 そして，こういった継続教育によって獲得した技能

を適正に評価する仕組みとして，検定試験や認定制度

が必要である。前者は比較的多数，後者は比較的少数

が対象となることを前提とした制度となるだろう。こ

うした制度は専門性の確立だけではなく，図書館職員

の意欲を刺激するものとしても重要である。 
 このような大きな制度設計を学術研究の対象として

行うのが難しいのは事実である。しかし，文部科学省

の動向も踏まえると現在が大きな転機であるのも事実

である。したがって，思い込みによるものではなく，

これまでの知見や成果が活用された形で図書館界全体

による活発な議論が行われて，制度設計がされること

を期待したい。 

（青山学院女子短期大学：大
おお

谷
たに

康
やす

晴
はる
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『スマトラ沖地震・津波による文書遺産の被災と復興支援 

―平成 17 年度国立国会図書館公開セミナー記録集―』 

（図書館研究シリーズ No.39）を刊行しました 

編集：国立国会図書館関西館事業部図書館協力課 
発行：社団法人 日本図書館協会 
2006.9, 136p.  2,310 円 

 平成 17 年 12 月に開催した国立国会図書館公開セミナー「スマトラ沖地震・津波による文書遺産の被

災と復興支援」の記録集を，『図書館研究シリーズ』第 39 号として刊行しました。 
 2004 年 12 月にインドネシア・スマトラ島沖で発生し，インド洋地域に甚大な被害を及ぼした地震・

津波から 1 年後に開催したこのセミナーでは，国際図書館連盟（IFLA）が推進する資料保存コア活動

（IFLA/PAC），および被災地であるインドネシア・スリランカにおける復興状況・活動にについて，そ

れぞれ報告，紹介が行なわれました。 
 この記録集によって，災害に対する理解を深めるとともに，被災した資料への対処や防災計画等，図

書館資料を含む文書遺産を守るために必要な知識，情報を十分に共有していただけましたら幸いです。 

●IFLA/PAC の防災プログラムについて 
●アチェ州における図書館とドキュメントセンターの復興・再建計

画 
●スリランカにおける図書館の津波被害 再建のプロセスと課題 
●一歩前へ―アチェにおける被災文書の修復活動 
●IFLA/PAC アジア地域センターの最近の活動について 
●スマトラ沖地震・津波による被害を受けた図書館に対するオース

トラリア国立図書館の支援・協力活動 
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